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１ 補助金適正化審査会の設置経過 
米国発の金融危機が引き金となり、国内経済の現状は、停滞色が強まってい

る。国の財政再建が優先され、必ずしも地方の自立性強化に結びつかなかった

三位一体改革や、昨今の景気減速の影響を受けて、多くの地方自治体は、今後、

益々、厳しい財政運営を余儀なくされるであろう。 
こうした中で、昨年成立した、いわゆる「財政健全化法」に基づき、各自治

体は、同法で義務付けられた健全化判断比率の公表を行った。 
厳しい財政環境の中にあっても、地方自治体、特に、住民と最も身近に接す

る基礎自治体にあっては、絶えず変化する住民ニーズに的確に応えていくため

に、財政規律を維持し、強固で弾力的な財政基盤を確立する一方、行政運営の

透明性、説明責任を果たしていかなければならない。 
そのためには、事務事業の見直しや執行方法の効率化、あるいは、住民との

事業協働化の推進など、行財政全般にわたる不断の改革を継続していくことが

重要である。折りしも、杉並区では、今年、山田区政１０年の節目の年を迎え、

区の全ての施策を検証する「区政の総点検」を行っているとのことであり、補

助金改革もこうした文脈の延長線上にあるといえる。 
さて、杉並区では、区が支出する補助金の客観性、合理性について判断する

ため、平成１７年度に補助金適正化審査会を設置し、第三者による中立的立場

から個々の補助金の審査を行い、提言（以下、「前回提言」という。）を受けて

いる。 
前回提言から３年が経過し、区政を取り巻く環境も大きく変化している中で、

その後に新設された補助金の審査及び前回提言の検証を行うため、平成２０年

４月１０日付、20 杉並第 2146 号「杉並区補助金適正化審査会設置要綱」に基
づき、「杉並区補助金適正化審査会」（以下、「審査会」という。）を設置した。 
 

２ 設置目的 
審査会の目的は、杉並区から支出する補助金について、補助金の客観性・合

理性を審査することである。 
 

３ 審査対象範囲 
個別審査の対象とした補助金の範囲は、前回提言以後に新設された補助金で

ある。また、前回の審査会で審査した補助金は、一括して審査した。 
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４ 審査経過 
審査会の所掌事項は、①杉並区から支出する補助金の審査に関すること、②

その他区長が特に必要と認める事項の２点であり、平成２０年５月、区長から、

前回提言以降３ヵ年の総括及び平成 17年以降、新たに設けた補助金の個別審査
について諮問を受けた。 
そこで、審査会では、直ちに諮問された事項の審査に着手した。 
検討にあたっては、新設補助金については、「個人を対象とした補助金」と「団

体を対象とした補助金」に分類した上で、審査会用に調整した「補助金審査表」

を基本に、「杉並区事務事業評価表」、「補助金交付要綱」のほか、「団体を対象

とした補助金」については、各団体の「事業報告書」や「収支計算書」などの

関連資料の提出を求めるとともに、補助金を所管する担当課からヒアリングを

行うなど、必要な事情聴取を行いながら、慎重に審査を進めた。 
また、前回提言の総括については、必ずしも、十分な審査時間を確保するこ

とができなかった点はあるものの、全庁にわたる調査結果の提出を求めるなど

して効率的な審査に努めたところである。 
審査会は、同年１１月まで、合計８回に及ぶ議論を重ね、結論を得たもので

ある。 
 

５ 審査結果 

Ⅰ 前回提言の検証 

区長から諮問された事項の一つ目は、平成 17 年 11 月に補助金適正化審査会
が提言した内容の検証である。 
検証にあたり、本年、4月と 10月に全庁的に行った調査結果を踏まえ、資料
（別添、参考資料のとおり）の提出を求めた上で、慎重に審査した。審査期間

や時間の制約もあり、130件を超える個別補助金の現状についてその詳細を検証
するまでには至らなかったが、補助金制度全体を貫く基本的な考え方やあるべ

き方向性について議論を行い、結論を得た。 
全体を概観すれば、前回提言に沿って一定の見直しが行われていることに対

し、区の努力を評価するものである。また、前回提言の方向性とは異なる補助

金の実態についても、その理由については、一定の理解を示すものである。そ

の上で、以下のような課題があることを指摘しておく。 
① 個別の補助金について、前回提言において審査会が示した基本的考え方に十
分に回答していないものがあった。例えば、審査会が「継続」と判断した補
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助金の中には、単に、無条件で継続とした訳ではなく、一定の条件を付して

「継続」と判断したものがあるが、その条件にどのように対応しているのか

が、少なくとも提出資料からは読み取ることができないものが見られた。 
区では、事務事業評価や予算編成過程において、さまざまなレベルで補助金

の検証を行っているとのことであるが、残念ながら、提出された資料から推

察する限り、その検証が必ずしも十分に行われているとは言い難い。提言内

容のフォローを含めて、実効性ある検証方法や態勢の確立が急がれる。また、

「ニーズがあるから」、あるいは、「需要があるから」といった理由で補助を

継続しているという回答がいくつか見られたが、この点、「需要」と「補助

の継続」は必ずしもイコールではなく、補助金支出の基準を明らかにすると

ともに、真の需要の見極め、補助の必要性や事業目的の達成度といった観点

からの検証が必要である。 
 

② 透明性の確保や、説明責任を果たすため、補助金の実態について、区民に分
かりやすく公表、説明していくことが大切であり、そのような観点から、「補

助金審査表」を活用した積極的な公表を提言したが、未だ、実施に至ってい

ないことは遺憾である。杉並区では、毎年、事務事業評価を実施し、評価表

を公表しているとのことであり、そうした事務事業評価に合わせて補助金の

評価を行い、前回提言の中で審査会が例示した「補助金評価表」を参考に公

表を行うことを視野に、再度、提言するものである。 
 
③ 終期を設定している補助金が、依然として限られているという印象を受けた。
一般に、期間を定めずに補助金を交付し続けることは、長期化による補助金

依存体質といった弊害を招きかねないことから、原則として、全ての補助金

に終期を設定し、その期間で全力を挙げて事業目的を達成するよう努力すべ

きである。ただし、必要があると判断した場合には、更に次の終期を設定し、

それまで継続していくことも選択肢としてありうることを付言しておく。 
 
④ 主として、団体に対する補助金について、複数の事業を営む団体では、例え
ば、人件費や家賃などの共通経費を補助事業とその他の事業とに明確に区分

もしくは按分して会計することが望ましいが、小規模な団体の中には、それ

が困難なケースもあることが想像される。そのような場合には、例えば、按

分の基準を示すなど、区からの適切な助言・指導が求められる。可能であれ

ば、補助団体の補助事業については経営実態が明確に分かるような、あるい

は、原価計算が明確に確認できるような会計方式の統一が望ましく、この点

についても、区による経営指導を期待する。なお、団体の周年事業のために、

3



いわば基金的性格として繰越金を積み立てているような場合には、団体活動

の透明性向上の観点から、会計上、それが分かるような形で明示しておくこ

とが望ましく、区の指導を重ねて要望する。 
 

Ⅱ 新規補助金の審査 

（１）個別補助金 
個別補助金の審査結果は、下表総括表のとおりである。なお、詳細について

は、７ 審査結果一覧をご覧いただきたい。 
 
総 括 表                           （件数） 
 継 続 縮 減 廃 止 終 期 委託金化 
個 人 １６ １ ０ １ ０

団 体 １０ １ １ ３ ０

合 計 ２６ ２ １ ４ ０

※ 継続と判断したもののうち、条件付継続が 23件（個人 13件、団体 10件） 
 
（２）総括的意見 
個別の補助金を審査する中で、補助金全体に共通するいくつかの課題が改め

て浮き彫りになったので、総括的意見として下記のように取りまとめた。 
これらの課題の内には、前回提言においても言及されている点もあり、区にお

いては、今一度、十分に留意されることを期待するものである。 
 
① 効果の検証について 
審査会に提出された資料や主管課とのヒアリングを通じて感じたことは、総

じて、効果の検証、自己評価が十分でないということである。毎年、実施され

ている行政評価、とりわけ、その基盤となっている事務事業評価の単位と補助

事業が必ずしも一致していないこと等から、補助事業の目的にふさわしい成果

指標の設定、定量的評価や定性的評価の基準の設定などがなされておらず、従

って評価、検証が不十分とならざるを得ない結果となっている。より客観的、

合理的評価、検証方法の確立が急がれる。 
 
② 基礎情報の収集について 
杉並区が支出する補助金とは、区以外の者が行う公益的活動に対して行う区

の支援の一形態である。補助を新たに行う場合はもちろんのこと、既存の補助

金を評価、検証する場合においても、当該公益的活動の活動実態、実績、効果
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等に関する基礎的なデータ収集が不可欠であるが、この点で、不十分な点が散

見された。個人情報の収集には十分配慮の上、必要な情報収集に努められたい。 
 
③ 総合的な検証について 
 補助金の客観性、合理性を判断しようとする場合、とかく、補助金の実績を

中心に判断しがちであるが、それだけでは検証として不十分といわざるを得な

い。当該補助事業を含めた関連する施策全体の体系の中での補助金の位置づけ

や役割などの観点から、多角的、総合的に判断することが肝要であり、そうし

た検証が施策や政策の再構築も含めた効果の向上につながるのである。 
 
④ 定期的な検証について 
補助金の見直しに当たって、定期的な検証の必要性については論を待たない

ところであろう。杉並区においても、効率的、効果的な予算執行の観点から、

毎年、定期的に行政評価を実施する一方、外部の有識者を活用した事務事業の

外部評価や個別外部監査を行い、その結果を予算編成等に活用しているとのこ

とである。予算査定における判断を含め、このような仕組みがより一層有効に

機能し、補助金のあり方についてもそうした仕組みの中で十分検証されること

を期待する。 
 
（３）総合的な補助金の検証 ～商店街関連の補助金について～ 
  先に、補助金の適正性を判断する際は、施策全体の体系の中に位置づけて判
断すべきであると述べたところであるが、審査会では、その一例として、試行

的に「商店街関連の補助金」を取り上げ、主管課からの資料提供を基に、ヒア

リングや質疑を行った。 
その上で、今後の商店街関連の補助金のあり方について次のようにまとめた。

なお、この内容は、審査会の中で出された意見を要約したものであり、必ずし

も、今後の方向性として結論付けたものではないことに留意されたい。 
 
① 基礎データの収集と分析 
・ 商店街振興策、活性化策を考えるにあたっては、まず、商店街の置かれてい

る現状や課題、商店主の意識や消費者のニーズなどを的確に把握する必要が

ある。そのためには、例えば、商店街ごとの加盟店舗の数、店舗の種別、売

上高、集客数、商圏人口、人口構成、駅の乗降客数といった生データの収集

や意識調査を継続的に行い、商店街の抱える課題や消費者のニーズをきめ細

かく分析することを提案する。 
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② 地域特性を活かす 
・ 地方の主要都市商店街がシャッター通りと化していることとの比較で施策

を位置づけようという考え方がとられているところがあるが、それらの商店

街と杉並区の商店街を比較することは意味がない。杉並区では、大規模な店

舗ができる余地はあまりないと思われ、商店街を取り巻く環境は、地方都市

に比べ、比較的、恵まれているといえる。そのような利点や地域特性をどの

ように生かしていくかが今後の商店街活性化の鍵である。 
・ 杉並区の商店街も、例えば、私鉄駅沿線の商店街と中央線各駅沿線の商店街

とでは地域性が異なるように思える。各商店街には商店街ごとの多様な地域

性があることを前提に、国や都が用意した施策・事業のメニューから選ぶの

ではなく、商圏や商店街の地域特性を踏まえた杉並区独自の商店街振興策の

方向性を打ち出す時期にきている。 
 
③ 目的の明確化、執行方法の見直し 
・ 商店街振興策については、その目的がまちづくり三法の頃から、集客力や売
上高の向上から、環境整備やにぎわいの空間づくり、あるいは、まちづくり

といった方向に転換しているように思う。そうした意味で、防犯カメラや街

路灯への助成などは、重要な施策である。支援の目的を明確にした上で、施

策の再構築を行う必要がある。また、補助金もカフェテリア方式ではなく、

包括補助金にして自由に使ってもらったほうが効果的ではないか。 
・ 商店街振興策については、ほとんど考えられるところは出尽くしている感が

ある。あとは、商店街の人たちがどのように考えるかだが、一つの極論とし

て、行政が積極的に手を差し伸べるのではなく、本当に困った商店街の方々

が役所に駆け込んできたときに相談にのるといった発想の転換も必要では

ないか。 
・ 環境整備など、民にできないことを官が行うことを基本に、効果がないと判

断したものは終期の設定をすべきである。 
 
④ 効果の検証 
・ 商圏や商店街の地域特性を踏まえた、杉並区独自の商店街振興策を構築する

上で、基礎的データを収集し、定量分析等を行うことに加え、分析を通じて

分かりやすい成果指標や目標を設定し、定期的に施策の効果をきちんと検証、

総括すべきである。 
 
以上のように、今回は、商店街関連の補助金を扱ったが、同様に、一つの政

策分野を抽出して、その中で補助金がどのように位置づけられ、どのような役
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割を果たしているのか、その効果を検証することが大切である。個々の補助金

の個別審査も大切であるが、むしろ、これからは、政策実現のために補助金が

どのように役立っているのか、その点の分析が必要な段階にきていると考える。

区としても是非、検討されたい。 
  

６ 今後の課題 ～審査結果実現に向けての提言～ 
補助金改革の必要性について異論をはさむ人は恐らくいないのではないだろ

うか。とりわけ、地方財政を取り巻く社会経済環境の急激な変化により、厳し

い財政運営を余儀なくされている昨今の状況下では、特に、補助金総額の削減

やその効果的、効率的な執行がこれまで以上に要請されている。 
また、補助金のあり方をめぐっては、自治体経営改革の観点から、行政と住

民との関係を「参加」、「協働」の関係として捉え、事業の協働化を推進してい

く考え方が大きな潮流になりつつあり、その際、協働を進める一つの手法とし

て、補助金の役割が新たにクローズアップされている。 
こうした背景のもとで、当審査会は、区長の諮問を受け、補助金の検証を行

った。 
審査結果については、既に述べたとおりであるが、前回提言が、その後の見

直しに必ずしも十分に活用されていない面があったことから、今回の審査結果

については、その内容を十分に汲み取り、実現に向けて積極的に取り組んでい

ただくことを強く期待するものである。 
また、第三者機関による定期的な見直しは必要と考えるものであるが、何よ

りも大切なのは、不断の見直しを行うという強い意志を全ての職員がしっかり

と持つことであり、その上で、行政内部による定期的な自己評価を行うことに

ある。この点でいかに取り組んでいくのか、今後、補助金の検証を、例えば、

行政評価あるいは予算編成過程の中にビルトインしていくなど、検証のシステ

ム化について検討されることを期待したい。 
最後に、この提言が、行政のみならず、広く区民にとって有益なものとなる

よう願い、以上のとおり提言する。 
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個
人
に
対
す
る
補
助
金
1

７
　
審
査
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

補
助
開
始

年
度

対
象
団
体
等

対
象
数

主
管
課
名

継
続

縮
減

廃
止

終
期

委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

1
防
災
用
水
中
ポ
ン
プ
購
入
に
係
る
補
助

金
H
1
7
排
水
ポ
ン
プ
購
入
者

8
防
災
課

○

実
績
が
激
減
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
年
度
で
打
ち
切
り
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
実

績
の
大
幅
減
は
区
民
ニ
ー
ズ
と
の
ず
れ
な
ど
が
原
因
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
、
区
民
ニ
ー
ズ
を
適

切
に
把
握
し
、
周
知
・
Ｐ
Ｒ
の
徹
底
に
努
め
た
上
で
、
今
年
度
の
状
況
を
み
て
来
年
度
以
降
、
防
水
板
設

置
と
の
統
合
、
貸
し
出
し
、
あ
っ
せ
ん
な
ど
の
他
の
施
策
と
の
組
み
合
わ
せ
や
補
助
金
の
メ
ニ
ュ
ー
化
な

ど
、
幅
広
い
角
度
か
ら
事
務
事
業
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
申
請
窓
口
に
つ
い
て
も

区
民
の
利
便
性
向
上
の
観
点
か
ら
改
善
を
図
ら
れ
た
い
。

2
公
衆
浴
場
緊
急
対
策
助
成

H
1
9
公
衆
浴
場
経
営
者

3
6
区
民
生
活
部
管
理
課

△

公
衆
浴
場
は
、
自
家
風
呂
の
普
及
、
ス
ー
パ
ー
銭
湯
の
出
現
、
事
業
者
の
高
齢
化
、
後
継
者
難
と
い
っ

た
周
辺
環
境
が
変
化
す
る
一
方
で
、
公
定
料
金
制
が
残
る
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
点
を
ふ
ま
え
て
、
区
と
し
て
の
公
衆
浴
場
に
対
す
る
政
策
の
方
向
性
を
明
確
に
し
た
上
で
、
一
定
の

年
数
の
中
で
見
直
し
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
緊
急
対
策
助
成
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
の
価

格
上
昇
に
対
応
す
る
の
か
、
そ
の
見
直
し
も
適
宜
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
も
必
要
で
あ
る
。

3
健
康
増
進
型
公
衆
浴
場
改
築
支
援
助
成

H
1
8
公
衆
浴
場
経
営
者

3
6
区
民
生
活
部
管
理
課

△
上
記
に
同
じ

4
杉
並
区
成
年
後
見
制
度
利
用
助
成
事
業

H
1
9
成
年
被
後
見
人

1
保
健
福
祉
部
管
理
課

△
１
９
年
度
の
新
規
事
業
で
あ
り
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。
な
お
、
区
と
し
て
成
年
後
見
制
度
を
政
策
課
題

と
し
て
検
討
さ
れ
た
い
。

5
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
(小
規
模
作
業

所
）
通
所
者
　
交
通
費
助
成

H
1
9
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
通
所
者

0
障
害
者
生
活
支
援
課

○
現
行
の
交
通
費
補
助
と
移
行
後
の
交
通
費
補
助
と
の
対
比
の
中
で
も
妥
当
性
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ

り
、
基
本
的
に
は
継
続
で
よ
い
と
考
え
る
。
な
お
、
早
期
に
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
移
行
を
具
体

化
さ
れ
た
い
。

6
杉
並
区
ひ
と
と
き
保
育
・
つ
ど
い
の
広
場

施
設
整
備
費
補
助
金

H
1
8
ひ
と
と
き
保
育
施
設
提
供
者

2
子
育
て
支
援
課

△
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
ひ
と
と
き
保
育
の
中
で
も
１
か
所
は
委
託
事
業
で
実
施
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
子
育
て
支
援
施
策
全
体
の
体
系
の
中
で
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
補
助
と
委
託
と
の
関
係

を
整
理
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

7
認
証
保
育
所
等
保
育
料
補
助
金

H
1
8
認
証
保
育
所
等
利
用
者
の
保
護
者

5
3
1
保
育
課

△
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
例
え
ば
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
共
通
の
目
的
を
有
す
る
他
の
施

策
と
の
関
連
の
中
で
、
こ
の
補
助
金
の
目
的
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

8
受
託
児
健
康
診
断
料
の
助
成

H
1
家
庭
福
祉
員
受
託
児
童

3
2
保
育
課

○
特
に
問
題
点
と
し
て
の
指
摘
は
な
く
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

9
杉
並
区
前
立
腺
が
ん
検
査
補
助
金

H
1
7
前
立
腺
が
ん
検
査
受
診
者

1
7
8
8
健
康
推
進
課

△
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
国
の
が
ん
検
診
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い

段
階
で
は
、
５
年
後
に
効
果
を
検
証
し
、
委
託
化
す
る
か
も
含
め
て
検
討
さ
れ
た
い
。

1
0
就
園
奨
励
費
補
助
金

S
5
7
私
立
幼
稚
園
等
園
児
の
保
護
者

2
1
8
9
学
務
課

△
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
現
在
幼
稚
園
と
保
育
園
と
の
区
別
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
面
が

あ
り
、
ま
た
、
手
厚
い
都
の
補
助
制
度
も
あ
る
中
で
、
保
育
施
策
と
の
関
連
で
こ
の
補
助
金
を
ど
う
位
置
づ

け
て
い
く
か
、
更
に
検
討
を
進
め
ら
れ
た
い
。

1
1
杉
並
区
優
良
再
開
発
型
優
良
建
築
物
等

整
備
事
業
補
助
金

H
8
優
良
再
開
発
型
優
良
建
築
物
等
整
備
施

行
者

1
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
国
の
制
度
も
あ
り
、
特
に
問
題
と
し
て
指
摘
す
る
点
は
な
く
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

1
2
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
助
成

H
1
7
木
造
住
宅
耐
震
改
修
実
施
者

1
8
0
住
宅
課

△
最
近
、
大
き
な
地
震
が
頻
発
し
て
い
る
中
で
、
住
宅
の
耐
震
化
を
進
め
る
上
で
の
補
助
は
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
耐
震
改
修
促
進
計
画
を
推
進
し
て
い
く
中
で
、
区
民
へ
の
周

知
の
徹
底
、
計
画
促
進
区
域
の
設
定
な
ど
、
補
助
金
が
よ
り
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。

1
3
非
木
造
耐
震
改
修
工
事
助
成

H
1
9
非
木
造
住
宅
耐
震
改
修
実
施
者

7
住
宅
課

△
上
記
に
同
じ

※
継
続
欄
の
△
：
条
件
付
で
継
続
と
す
る
。
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個
人
に
対
す
る
補
助
金
2

７
　
審
査
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

補
助
開
始

年
度

対
象
団
体
等

対
象
数

主
管
課
名

継
続

縮
減

廃
止

終
期

委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

1
4
非
木
造
住
宅
等
精
密
診
断
助
成

H
1
8
非
木
造
住
宅
耐
震
診
断
実
施
者

2
0
建
築
課

△
上
記
に
同
じ

1
5
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
費
補
助
金

H
1
7
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
実
施
者

2
0
環
境
課

△

実
績
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
廃
止
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
は

地
域
住
民
の
健
康
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
必
要
な
飛
散
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
は
区
の
責
任
で
も

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
、
全
く
活
用
さ
れ
て
い
な
い
補
助
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
解
体
時

に
こ
の
補
助
事
業
が
使
わ
れ
や
す
く
す
る
と
い
っ
た
方
向
な
ど
、
政
策
目
的
を
確
実
に
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
方
法
で
、
十
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
6
杉
並
区
雨
水
貯
留
槽
設
置
助
成
金

H
1
8
雨
水
貯
留
槽
設
置
者

3
2
環
境
課

○
1
8
～
2
0
年
度
の
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
と
し
、
2
0
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
事

業
が
、
単
に
防
災
対
策
に
と
ど
ま
ら
ず
水
の
再
利
用
や
環
境
面
で
ど
ん
な
副
次
的
効
果
を
生
ん
だ
か
、

区
民
意
識
の
高
ま
り
な
ど
も
含
め
て
検
証
・
分
析
し
、
今
後
の
政
策
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。

1
7
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
購
入
助
成

H
1
8
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
購
入
者

2
1
8
清
掃
管
理
課

△
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
今
後
、
本
格
的
な
ご
み
の
減
量
を
考
え
る
な
ら
ば
、
区
民
に

対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
含
め
、
き
め
細
か
く
効
果
を
検
証
し
、
分
析
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
策
の
枠
組

み
と
同
時
に
技
術
面
で
の
進
歩
を
ど
う
織
り
込
ん
で
い
く
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
い
。

1
8
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
購
入
助
成

H
1
8
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
購
入
者

1
9
9
清
掃
管
理
課

△
上
記
に
同
じ

※
継
続
欄
の
△
：
条
件
付
で
継
続
と
す
る
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
1

７
　
審
査
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

補
助
開
始

年
度

対
象
団
体
等

対
象
数

主
管
課
名

継
続

縮
減

廃
止

終
期

委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

1
空
き
巣
等
の
防
犯
対
策
助
成
金
（
防
犯

カ
メ
ラ
設
置
）

H
1
8
防
犯
協
会

3
地
域
安
全
担
当
課

△
地
域
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解

で
き
る
。
な
お
、
効
果
の
検
証
の
仕
方
を
も
う
少
し
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
防
犯
施
策
全
体
の

中
に
お
け
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
意
義
や
設
置
目
的
等
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
付
け
を
検
討
さ
れ
た
い
。

2
防
犯
自
主
団
体
活
動
助
成
金
（
継
続
活

動
団
体
）

H
1
8
防
犯
自
主
団
体

1
8
地
域
安
全
担
当
課

△
必
要
性
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
支
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
手
続
き
の
簡
素
化
の
観
点
か
ら

交
付
金
化
す
る
こ
と
な
ど
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
町
会
関
係
も
含
め
た
防
犯
関
連
の

補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
策
の
中
で
の
位
置
付
け
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

3
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

H
1
9
町
会
・
自
治
会

1
地
域
課

△
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
行
う
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
更
に
、
多
目

的
に
使
え
る
補
助
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
補
助
金
を
よ
り
一
層
有
効
に
活
用
し
て
い
く
た
め
の
戦
略

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

4
商
店
街
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金

H
1
6
商
店
街

7
産
業
経
済
課

△

地
域
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解

で
き
る
。
な
お
、
防
犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
は
、
政
策
目
的
を
効
果
的
に
実
現
す
る
上
で
防
犯
政
策
と
い
う
面

か
ら
整
理
す
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
商
店
街
振
興
策
と
い
う
面
か
ら
整
理
す
べ
き
な
の
か
、
検
討
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

5
商
店
街
・
街
の
駅
モ
デ
ル
事
業
費
補
助

金
H
1
8
商
店
街

1
産
業
経
済
課

△

評
判
の
い
い
施
策
と
聞
い
て
お
り
、
商
店
街
の
振
興
に
果
た
す
役
割
か
ら
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で

き
る
。
な
お
、
例
え
ば
集
客
力
や
売
上
高
と
い
っ
た
具
体
的
な
指
標
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
有
効
性
を
検

証
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
街
の
駅
」
で
行
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
や
事
業
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
手
を
広
げ
過
ぎ

る
と
効
果
が
薄
れ
る
面
も
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

6
杉
並
産
業
協
会
情
報
化
推
進
等
補
助
金
H
1
9
杉
並
産
業
協
会

1
産
業
経
済
課

○

1
7
年
度
の
審
査
会
に
お
い
て
、
当
該
団
体
の
運
営
補
助
を
審
査
を
し
た
結
果
、
収
支
状
況
か
ら
み
て
、

収
入
に
占
め
る
自
主
財
源
の
割
合
が
高
い
こ
と
、
ま
た
、
効
果
測
定
が
全
く
で
き
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
終
期
の
設
定
と
い
う
結
論
を
得
て
い
る
。
現
在
も
団
体
の
財
政
力
は
あ
り
、
自
立
性
が
高
い
た
め
、

廃
止
の
方
向
で
検
討
さ
れ
た
い
。
な
お
、
産
業
振
興
に
対
す
る
区
の
基
本
的
な
立
場
や
姿
勢
を
明
確
に

し
て
、
必
要
な
施
策
を
構
築
す
る
中
で
、
補
助
金
の
活
用
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

7
魅
力
あ
る
都
市
農
業
育
成
対
策
事
業
補

助
金

H
1
9
農
業
者
グ
ル
ー
プ

1
産
業
経
済
課

△
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
補
助
金
の
目
的
を
明
確
化
し
、
区
と
し
て
の
農
業
政
策
の

戦
略
性
を
打
ち
出
す
必
要
が
あ
る
。

8
杉
並
区
福
祉
有
償
運
送
事
業
補
助
金

H
1
8
福
祉
有
償
運
送
団
体

4
保
健
福
祉
部
管
理
課

△
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
今
後
の
国
の
動
向
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
将

来
は
、
例
え
ば
バ
ウ
チ
ャ
ー
化
を
図
り
、
需
要
と
供
給
を
つ
な
げ
る
こ
と
で
効
率
化
を
図
る
と
い
っ
た
点
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

9
杉
並
区
障
害
者
自
立
支
援
法
移
行
促
進

事
業
補
助
金

H
1
9
民
間
障
害
者
施
設

1
障
害
者
生
活
支
援
課

○
2
0
年
度
で
終
期
の
設
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
東
京
都
の
補
助
が
2
1
年
度
ま
で
継
続
す
る
と
の
こ
と
な
の

で
、
そ
れ
ま
で
継
続
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
区
と
し
て
自
立
支
援
法
移
行
促
進
事
業
を
今
後
ど
う

整
理
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。

1
0
杉
並
区
授
産
施
設
利
用
者
支
援
等
事
業

補
助
金

H
1
8
す
ぎ
な
み
仕
事
ネ
ッ
ト

1
障
害
者
生
活
支
援
課

○
2
0
年
度
で
終
期
の
設
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
東
京
都
の
補
助
が
2
1
年
度
ま
で
継
続
す
る
と
の
こ
と
な
の

で
、
授
産
施
設
利
用
者
の
工
賃
向
上
を
目
指
す
観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
継
続
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

1
1
知
的
障
害
者
援
護
施
設
給
食
費
助
成

H
1
8
知
的
障
害
者
援
護
施
設

4
障
害
者
生
活
支
援
課

○
報
告
事
務
な
ど
手
間
が
か
か
る
た
め
、
も
う
少
し
事
務
の
簡
略
化
を
図
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
民
間
の
給
食

サ
ー
ビ
ス
を
活
用
す
る
な
ど
、
コ
ス
ト
の
縮
減
を
図
ら
れ
た
い
。

1
2
杉
並
区
ひ
と
と
き
保
育
・
つ
ど
い
の
広
場

運
営
費
等
補
助
金

H
1
8
ひ
と
と
き
保
育
運
営
事
業
者

5
子
育
て
支
援
課

△
利
用
者
の
需
要
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
地
域
の
子
育
て
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
が
将
来
的
に
ひ
と
り

立
ち
で
き
る
よ
う
区
が
補
助
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
今
後
の
効
果
の
検
証
の
仕
方
を
工
夫
さ
れ
た

い
。

※
継
続
欄
の
△
：
条
件
付
で
継
続
と
す
る
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
2

７
　
審
査
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

補
助
開
始

年
度

対
象
団
体
等

対
象
数

主
管
課
名

継
続

縮
減

廃
止

終
期

委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

1
3
杉
並
区
認
定
こ
ど
も
園
運
営
費
等
補
助

金
H
1
9
認
定
こ
ど
も
園
運
営
事
業
者

1
保
育
課

△

待
機
児
童
の
解
消
・
幼
稚
園
の
定
員
割
れ
対
策
な
ど
必
要
な
施
策
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で

き
る
が
、
3
～
5
歳
児
の
幼
稚
園
型
の
場
合
、
幼
稚
園
の
競
争
力
強
化
を
支
援
す
る
こ
と
と
な
り
、
本
来
の

待
機
児
解
消
と
い
う
目
的
に
合
わ
な
く
な
る
恐
れ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
本
来
の
保
育
需
要
に
合
わ

せ
た
補
助
体
系
で
あ
る
保
育
所
型
に
移
行
で
き
る
よ
う
政
策
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

1
4
美
化
推
進
組
織
活
動
補
助
金

H
1
8
美
化
推
進
団
体

1
0
0
環
境
課

○
路
上
禁
煙
、
吸
殻
の
ポ
イ
捨
て
も
減
少
し
、
地
域
住
民
に
よ
る
活
動
実
績
も
減
少
傾
向
に
あ
る
た
め
、
2
0

年
度
に
終
期
を
設
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

1
5
杉
並
師
範
館
補
助
金

H
1
7
杉
並
師
範
館

1
庶
務
課

△

事
業
趣
旨
も
、
団
体
の
性
格
も
全
く
問
題
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
補
助
金
と
し
て
い
る
点
は
、
事
業
趣

旨
と
の
関
係
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
杉
並
師
範
館
自
体
の
区
と
し
て
の
位
置
付
け
、
あ
る
い

は
、
教
育
委
員
会
と
し
て
の
位
置
付
け
を
、
今
一
度
き
ち
ん
と
整
理
し
、
委
託
や
直
営
方
式
を
含
め
た
事

業
形
態
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

※
継
続
欄
の
△
：
条
件
付
で
継
続
と
す
る
。
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１ 分析項目ごとの団体数

２ 分析結果一覧

防犯協会（杉並） 1.0% Ⅰ 99.0% Ⅵ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

防犯協会（荻窪） 0.0% Ⅰ 100.0% Ⅵ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

防犯協会（高井戸） 8.4% Ⅰ 91.6% Ⅵ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

防犯自主団体・１ 0.0% Ⅰ 57.7% Ⅳ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

防犯自主団体・２ 0.0% Ⅰ 98.0% Ⅵ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

防犯自主団体・３ 0.0% Ⅰ 83.3% Ⅴ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

商店街・１ 32.1% Ⅲ 28.2% Ⅱ 0.2% Ⅰ 0.9% Ⅰ

商店街・２ 49.4% Ⅲ 34.7% Ⅲ 5.6% Ⅰ 16.3% Ⅱ

商店街・３ 80.5% Ⅴ 19.5% Ⅱ 15.0% Ⅱ 57.5% Ⅳ

4 商店街・街の駅モデル事業費補助金 商店街 43.8% Ⅲ 28.2% Ⅱ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

5 杉並産業協会情報化推進等補助金 杉並産業協会 92.5% Ⅵ 5.7% Ⅰ 3.8% Ⅰ 69.3% Ⅳ

福祉有償運送団体・１ 33.0% Ⅲ 21.1% Ⅱ -7.8% Ⅰ -36.8% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

福祉有償運送団体・２ 53.2% Ⅳ 13.5% Ⅱ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

福祉有償運送団体・３ 53.6% Ⅳ 26.1% Ⅱ 3.6% Ⅰ 12.9% Ⅱ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

7
杉並区障害者自立支援法移行促進事業
補助金

民間障害者施設 79.6% Ⅴ 20.4% Ⅱ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

8
杉並区授産施設利用者支援等事業補助
金

すぎなみ仕事ネット 0.0% Ⅰ 99.3% Ⅵ 34.5% Ⅲ 34.6% Ⅲ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

知的障害者援護施設・１ 92.3% Ⅵ 7.7% Ⅰ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

知的障害者援護施設・２ 94.7% Ⅵ 5.3% Ⅰ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

知的障害者援護施設給食費助成

1

2

空き巣等の防犯対策助成金（防犯カメラ
設置）

6 杉並区福祉有償運送事業補助金

9

備　　　考
ランク
[c]

№

3 商店街防犯カメラ設置補助金

防犯自主団体活動助成金（継続活動団
体）

補助金の分析結果（新規・団体）

補助金名称
ランク
[d]

平均自主
財源比率
[a]

ランク
[a]

平均区補
助率[b]

ランク
[b]

平均繰越
金比率[c]

平均繰越
金／区補
助比率[d]

団体名

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
（１０％未満） （１０％～３０％未満） （３０％～５０％未満） （５０％～７０％未満） （７０％～９０％未満） （９０％以上）

[a] 収入に占める自主財源の割合 8 2 5 3 2 3

[b] 収入に占める区補助金の割合 3 8 1 2 3 6

[c] 収入に占める繰越金の割合 20 2 1 0 0 0

[d] 区補助金に対する繰越金の割合 17 3 1 2 0 0

　項目　　　　　　　　　　　　　　団体数
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備　　　考
ランク
[c]

№ 補助金名称
ランク
[d]

平均自主
財源比率
[a]

ランク
[a]

平均区補
助率[b]

ランク
[b]

平均繰越
金比率[c]

平均繰越
金／区補
助比率[d]

団体名

ひととき保育運営事業者・１ 18.9% Ⅱ 81.1% Ⅴ 11.0% Ⅱ 13.8% Ⅱ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

ひととき保育運営事業者・２ 12.3% Ⅱ 87.7% Ⅴ -4.9% Ⅰ -5.3% Ⅰ
※過去２年間（平成18
～19年度）の平均

ひととき保育運営事業者・３ 43.8% Ⅲ 56.2% Ⅳ 4.8% Ⅰ 8.6% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

11 杉並区認定こども園運営費等補助金 認定こども園運営事業者 61.6% Ⅳ 29.7% Ⅱ -5.8% Ⅰ -19.6% Ⅰ
※過去1年間（平成19年
度）

12 杉並師範館補助金 杉並師範館 4.4% Ⅰ 94.5% Ⅵ 0.0% Ⅰ 0.0% Ⅰ

※　ランク：　Ⅰ（10％未満）、Ⅱ（10％～30％未満）、Ⅲ（30％～50％未満）、Ⅳ（50％～70％未満）、Ⅴ（70％～90％未満）、Ⅵ（90％以上）
※　「平均」は過去３年間（平成17～19年度）の平均

10
杉並区ひととき保育・つどいの広場運営
等補助金
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 1

根 拠 法 令

目 的

１７年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

4,000 2,000 1,000 500 歳入 歳出
補助金
依存率

445 146 77

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

防災用水中ポンプ購入に係る補助金 危機管理室　防災課

補
助
金
の
概
要

杉並区排水ポンプ購入に係る補助金交付要綱

家屋等の浸水被害から速やかな復旧を図るため、排水ポンプを購入し、設置す
る者に対し、購入費用の一部として補助金を交付する。

事 業 内 容

対象
・杉並区内に排水ポンプを設置する家屋等を有していること。
・１世帯又は１事業所に対して１台の排水ポンプを限度とする。
・その他区長が必要と認める場合。
補助金
・排水ポンプの購入経費の２分の１とし、２０，０００円を上限とする。

交 付 対 象 名 ・ 数 設置希望者
8件

(18年度）
補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

　近年の気象変動により、下水道の排水能力を越える豪雨が増え、都市型水害（内水氾濫）発生の可能性
が高まっている。しかし、浸水被害の可能性が高い地域での宅地開発や、半地下式の構造を持つ建物が増
えつつある。
　平成１７年９月の水害を機に設置した排水ポンプ購入の補助制度であるが、18年度以降、PR不足のため
申請件数や補助金額は減少傾向にある。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

　神田川・環状七号線地下貯水池が整備されたが下水道整備は十分ではなく、都市型水害の可能
性も高まっている。被害を一刻も早く回復し、居住者や地域の安全と衛生を守るために排水ポンプ
の設置は必要である。また、6月2日から防水板の設置助成を開始することから、住民にはこの制
度と合わせて周知するのでPR不足は解消される。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 2

根 拠 法 令

目 的

１９年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

- - 12,000 12,960 歳入 歳出
補助金
依存率

- - 11,025

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

区民生活部管理課

区内３６軒

補　助　金　名　称

公衆浴場緊急対策助成

補助開始年度

杉並区公衆浴場緊急対策要綱

事 業 内 容

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合杉並支部に加入している公衆浴場経営者
で、月15日以上営業をしていることを要件とし、1浴場当たり月額30,000円（１９年
度は月２５，０００円）とし公衆浴場の運営に要する経費の一部を補助する。

区内公衆浴場の経営を安定させ、その存続を図り、もって区民の保健衛生の向
上に寄与するため。

公衆浴場経営者

交付団体等の決算状況（18年度）

区内公衆浴場の減少が問題となっている中で、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律
第三条に規定する公衆浴場の経営の安定を図る観点から、原油を始めとするエネルギーの高騰
の状況が沈静化するまでは当該補助は継続する必要がある。

自家風呂無しの世帯が全世帯の約５％ある中で、住民の公衆浴場の入浴機会を確保する観点から、昨今の
原油をはじめとする急激なエネルギー高騰に対する緊急対策として、公衆浴場に対する燃料費等経費の一
部補助を１９年度より実施している。
しかし、エネルギーの高騰は沈静化せず、むしろ、制度導入時より更に高騰している状況にあり、今後、公衆
浴場の経営は更に厳しい状況となることが懸念される。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　終期の設定　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 3

根 拠 法 令

目 的

１８年度

国 ％ 都 25% 区 5%

17年度 18年度 19年度 20年度

- 10,000 10,000 10,000 歳入 歳出
補助金
依存率

- 10,000 0

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

健康増進型公衆浴場改築支援助成 区民生活部管理課

補
助
金
の
概
要

杉並区健康増進型公衆浴場改築支援助成要綱

都と連携し、公衆浴場の改築又は改修費用を補助することにより、公衆浴場施
設を有効活用した区民の健康増進及び区民相互の交流促進等、区民の福祉の
向上を図るとともに、区民の入浴機会の確保に役立てること。

事 業 内 容

公衆浴場の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の改築又は改修事業のう
ち、区民の健康増進、区民相互の交流の促進等が図れる施設･設備等を設置す
るものとし、東京都による健康増進型公衆浴場改築支援補助制度の適用が見
込め、かつ、介護予防事業、健康増進事業等において協力等が見込めるものを
対象に、その改築又は改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助する。

交 付 対 象 名 ・ 数 公衆浴場経営者 区内３６軒 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

補助対象が区内の公衆浴場で３６所しかないこと、また、補助対象の経費が改築・改修事業であり、当該事
業を実施するために事業主は多額の経費を必要とすること、などから、利用実績は少ない。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

当該補助は、区民の健康増進や区民相互の交流促進等、区施策を横断的に補完するものである
ことから、補助を継続・拡充させていく必要があると考える。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 4

根 拠 法 令

目 的

１９年度

国 ％ 都 50% 区 50%

17年度 18年度 19年度 20年度

2,400 2,400 歳入 歳出
補助金
依存率

120

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

成年被後見人

交付団体等の決算状況（18年度）

今後、後見業務が長期化するに伴い、被後見人の長期入院や施設入所等により多額の費用がか
かり、資産の取崩しが進むことが予想され、後見人への報酬金額を負担できなくなることから、助
成申請は増加が見込まれる。

平成１９年度、利用実績１件
成年後見等の開始時、成年被後見人に預貯金に余裕があり、その中から支払うことが可能なため、助成の
申請件数は少ない。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

保健福祉部管理課

1件

補　助　金　名　称

杉並区成年後見制度利用助成事業

補助開始年度

杉並区成年後見制度利用助成事業実施要綱

事 業 内 容

四親等以内の親族がいない等の理由で、区長が家庭裁判所に成年後見等の開
始の審判の申立てを行い、成年後見人等が選任された当該成年被後見人等
が、家裁による報酬付与の審判で決定した報酬金額を負担することが困難な場
合に、在宅者に対して月額2万円、施設入所者に対して月額1万円を限度に成年
被後見人に対して助成を行う。

杉並区長が、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律に基づき、成年後見等の開始の審判請求手続を行い、家庭裁
判所が成年後見人等を選任した場合において、成年被後見人等が成年後見人
等の報酬費を負担することが困難な場合に報酬費の全部又は一部を助成する。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 5

根 拠 法 令

目 的

19年度

国 ％ 都  ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

1,221 2,784 歳入 歳出
補助金
依存率

0

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

地域活動支援センター(小規模作業所）通所者　交通費助成 保健福祉部障害者生活支援課

補
助
金
の
概
要

未制定

民間障害者施設が地域活動支援センターに円滑に移行できるよう誘導するとと
もに、移行後の安定的運営が確保できるようにする。

事 業 内 容

区内で障害者施設を運営している特定非営利活動法人等が当該施設を地域活
動支援センターに移行させた後にその運営が円滑に行えるよう、通所者に対し、
交通費を助成する。

交 付 対 象 名 ・ 数
地域活動支援セン

ター通所者
補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

現在は実績ないが、今後小規模作業所等からの移行も考えられるため、予算措置をしている。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

地域活動支援センターの確保の必要はあるが、区として現在のところ訓練等給付への移行を推進
することとしている。しかし、移行できない小規模作業所等の受け皿として、地域活動支援センター
への移行も考えられるため、通所者に対し、現行の交通費補助と同様に、通所しやすい環境を整
えるため、移行後の交通費補助を考慮する必要がある。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 6

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 50% 区 50%

17年度 18年度 19年度 20年度

20,000 20,000 20,000 歳入 歳出
補助金
依存率

10,000 20,000

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

杉並区ひととき保育・つどいの広場施設整備費補助金 保健福祉部子育て支援課

補
助
金
の
概
要

杉並区ひととき保育・つどいの広場施設整備費補助金等交付要綱

杉並区ひととき保育・つどいの広場施設提供応募要綱に基づき提供があった施
設の整備に関する補助金を交付する。

事 業 内 容

　ひととき保育・つどいの広場を実施するために必要な提供施設の改修に要する
経費を、１０００万円を限度に施設所有者に支払う。１施設につき１回限りとする。

交 付 対 象 名 ・ 数 施設提供者  2人（19年度） 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

　区は、民間施設（住宅又は空き店舗）の提供を受けて、認可外保育施設指導監督基準を満たす保育施設
に改修するにあたり、1000万円を限度に補助している。平成18年度は1戸建住宅を１所、19年度は1戸建住
宅1所と空き店舗1所の提供を受けて改修費を補助した。20年度も同様の方法でひととき保育を2所整備して
いく予定。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

　「ひととき保育」の施設は、児童福祉法に定める認可外保育施設に該当するため、乳児スペースや幼児用
トイレの設置などの基準を満たさなければならない。そのため、普通の住宅や空き店舗を使用する場合に
は、所有者が改修工事を行う必要があり、その費用を所有者に補助している。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 7

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

59,363 71,715 76,880 歳入 歳出
補助金
依存率

59,363 71,218

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

保育園待機児解消の施策として、認証保育所・グループ保育室の拡充を進めている状況であり、
その利用を促す点から、利用者負担軽減策は今後も継続する必要がある。

　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

認証保育所・グループ保育室利用者の100％近くの人が申請しており、利用者に好評である。また
この制度を開始して以降、認証保育所、グループ保育室とも受託率が上昇している。

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

交 付 対 象 名 ・ 数 認証保育所等利用者 19年度　531人 補助開始年度

補
助
金
の
概
要

杉並区認証保育所等保育料補助事業実施要綱

認証保育所等利用者の負担軽減を図るため。

事 業 内 容

受託する児童の年齢と保護者の収入に応じて、認証保育所の場合は０～２歳児
童１人あたり月額15,000円または20,000円、３歳以上の児童１人あたり月額
10,000または15,000円を、グループ保育の場合は月額7,500円または10,000円を
助成する。

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

認証保育所等保育料補助金 保健福祉部保育課
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 8

根 拠 法 令

目 的

不明（平成元
年実施は確認

済）

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

167 167 167 157 歳入 歳出
補助金
依存率

100 93 88

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

保育契約締結前の健康診断は受託児の健康管理という面から必要不可欠である。認可保育園等
の入園児が健康診断料を実費負担していないことなどから、健康診断料を保護者に負担させるこ
とは適当でないと考えられるため継続する必要がある。

　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

毎年度、有料で健康診断を受けた受託児の全員が補助金を受けている。

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

交 付 対 象 名 ・ 数 家庭福祉員受託児童 32人 補助開始年度

補
助
金
の
概
要

杉並区家庭福祉員制度要綱

家庭福祉員受託児の健康管理の促進及び保護者負担の軽減

事 業 内 容

家庭福祉員の受託児（新規、更新）が受診する健康診断料を児童１人につき１回
3,200円を上限として助成する。

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

受託児健康診断料の助成 保健福祉部保育課
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 9

根 拠 法 令

目 的

17年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

9,690 9,690 7,723 8,118 歳入 歳出
補助金
依存率

3,246 5,097 4,290 0 0 0%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

杉並区前立腺がん検査補助金 健康推進課

補
助
金
の
概
要

杉並区前立腺がん検査補助金交付要綱

前立腺がんの早期発見と知識の普及啓発を進め、区民の健康維持・向上を図る
ため。

事 業 内 容

平成17年度から50歳から70歳まで、5歳毎の節目年齢の区民健診受診者に対し、区民健康診査と
同時に前立腺がん検査を実施した。
平成20年度からは医療制度改革により、区民健康診査を受診しない区民にも前立腺がん検査の
機会を保証するため、単独の検査を実施する。検査を受けた区民に補助金として支給し、本人負
担額700円のみで受診できるようにする。
特定健診と同時実施の場合、補助金2,733円、本人負担金700円。
前立腺がん検査のみ実施の場合、補助金5,977円、本人負担金700円

交 付 対 象 名 ・ 数 前立腺がん検査受診者 受診をした人数 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

17年度は1403人が受診した。受診の結果、要精密検査を受けた人は、96人である。
18年度は1788人が受診した。受診の結果、要精密検査を受けた人は、117人である。
補助金により本人負担金700円のみで受診できるため、受診者数が向上し、疾病の早期発見、健康増進に役
立っている。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

がん検診全体を見直し、整理統合する。
前立腺がん検診が、死亡率減少についてどのくらい効果があるか、国の結論がまだ出ていない。前立腺がん
検査の効果について国の結論がでたら、補助金ではなく他のがん検診と同様に委託による実施も検討する。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 10

根 拠 法 令

目 的

S57年度

国 25%以下 都 0% 区 75%以上

17年度 18年度 19年度 20年度

182,440 183,845 184,998 186,683 歳入 歳出
補助金
依存率

171,849 165,934 169,398 - -

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

私立幼稚園児の保護者

交付団体等の決算状況（18年度）

　幼稚園は義務教育ではないため、保護者が入園料・保育料を負担する必要がある。一般的に、幼
児を就園させている保護者は年齢も若く所得も低い。保護者の経済的負担の軽減を図り、公立幼稚
園との保護者負担の格差を是正のため、当該補助金を継続する。

　19年度は、国の方針に準じ第2子以降の優遇措置を、小学校1、2年生に兄・姉を有する園児にも拡充した。20
年度はさらに小学校1、2、3年生に兄・姉を有する園児にまで拡大する方針を国が示してきたが、区としては国
からの歳入増の見込みが薄く、区の負担増が予測されることと、区の補助金行政への見直し等を考慮し、19年
度と同様とした。
　なお、現在、区内の私立幼稚園等は47園（平均入園料　約9万円、平均保育料（月額）約2万5千円）、区立幼
稚園は6園（入園手数料　3千円、保育料（月額）　8千円）である。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（ 補助金額の上昇、優遇措置の拡大  　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

学務課

2189名（19年度）

補　助　金　名　称

就園奨励費補助金

補助開始年度

杉並区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付要綱

事 業 内 容

私立幼稚園及び類似施設に就園する3・4・5歳児の保護者で所得が一定額以下の
者に対し、負担した保育料の一部を補助金として交付する。

12年度から、補助の対象を満3歳で入園した園児の保護者にも拡大するとともに、同一世帯
から2人以上就園させている場合、第2子以降に対して補助金額を加算することになった。
19年度からは上記第2子以降の優遇措置に加えて、小学校1、2年生に兄・姉を有する場
合、それらの兄・姉を第何子かの算定にのみ含め、園児を第2子以降として補助金額を加
算することになった。

保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、公立幼稚園との保護者負担の格差の
是正を図る。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 11

根 拠 法 令

目 的

平成８年度

国 50% 都 ％ 区 50%

17年度 18年度 19年度 20年度

104,010 4,600 歳入 歳出
補助金
依存率

104,000

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

都市整備部まちづくり推進課
拠点整備係

1

補　助　金　名　称

杉並区優良再開発型優良建築物等整備事業補助金

補助開始年度

杉並区優良再開発型優良建築物等整備事業実施要綱及び補助金交付要綱

事 業 内 容

老朽建築物の更新や共同化による土地の合理的利用を図り、一般に公開され
た空地を生みだすなど、良好な住宅供給と都市環境の向上につながる国、都及
び区の要綱に基づき行う任意の建築行為に対し助成を行う制度。
補助対象事業費の３分の２以内を補助する。

優良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月23日建設省住街発第63号建設省住宅局長通達）
に基づき、優良再開発型優良建築物等の整備を行う者に対し、区がその事業に要する費用の一部
を助成することにより、市街地における環境の整備、改善と併せて良好な市街地住宅の供給を促
進し、もって区民福祉の向上に寄与する事を目的とする。

優良再開発型優良建築物等整備施行者

交付団体等の決算状況（18年度）

優良建築物等整備事業（共同化タイプ）の補助対象地区について、現在、見直しを検討している。

東京都は平成16年度に、都心共同住宅供給補助事業と合わせて、優良建築物等整備補助事業の見直しを
実施し、特に共同化タイプについては、都市計画法に基づき再開発を促進する地区（2号地区）に限定する方
針に改めた。
区の要綱では、補助対象地区は区内全域となっており、駅前商業地区再生のほか、住宅地の共同化や老朽
化マンションの建替えにも使えるものとなっている。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 12

根 拠 法 令

目 的

平成17年度

国 45% 都 0% 区 55%

17年度 18年度 19年度 20年度

5,000 45,000 90,000 90,000 歳入 歳出
補助金
依存率

3,566 24,804 25,885

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

都市整備部　住宅課

180

補　助　金　名　称

木造住宅耐震改修工事助成

補助開始年度

杉並区木造住宅耐震改修助成要綱

事 業 内 容

地震への不安の解消、「地震に強い安全なまちづくり」のために、耐震精密診断
を受けた木造住宅に対し、改修工事に要した費用の２分の１（５０万円限度）を助
成する。

木造住宅の耐震改修を行う所有者等に対し、予算の範囲内において当該耐震
改修の費用の一部を助成する。

耐震改修工事者

交付団体等の決算状況（18年度）

・杉並区住宅・土地統計調査特別集計分析（平成１７年１２月）によると、昭和５６年以前建設の持
ち家は４０％存在する。今般策定された耐震促進計画では、木造住宅の耐震化目標が９０％に設
定されており、引き続き補助金を活用し、事業を推進していく必要がある。

・耐震改修助成の件数は、精密診断件数の９０％を想定して事業計画している。
・助成対象は、昭和５６年５月以前の建物に限定している。
・建物の老朽化と居住者の高齢化等により、改修工事に要する経費負担が重くなってきている。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 13

根 拠 法 令

目 的

平成19年度

国 45% 都 0% 区 55%

17年度 18年度 19年度 20年度

0 0 9,000 9,000 歳入 歳出
補助金
依存率

0 0 0

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

非木造耐震改修工事助成 都市整備部　住宅課

補
助
金
の
概
要

杉並区非木造住宅耐震改修助成要綱

非木造住宅の耐震改修を行う所有者等に対し、予算の範囲内において当該耐
震改修の費用の一部を助成する。

事 業 内 容

地震への不安の解消、「地震に強い安全なまちづくり」のために、耐震精密診断
を受けた、①一戸建ての非木造住宅に対し、改修工事に要した費用の２分の１
（５０万円限度）、②賃貸共同住宅に対し、改修工事に要した費用の４分の１（１０
０万円限度）、③区分所有共同住宅に対し、改修工事に要した費用の２分の１（２
００万円限度）、を助成する。

交 付 対 象 名 ・ 数 耐震改修工事者 7 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

１９年度開始の事業で、まだ実績はない。
共同住宅については、居住者の合意形成等に相当な時間が必要となる。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

・地震による倒壊等があった場合、非木造の共同住宅は、木造戸建て住宅に比べ、周辺への影響
が大きいことが予想される。精密診断により補強の必要な建物については、耐震助成を継続するこ
とで、まちの安心・安全を確保する必要がある。耐震促進計画が策定されたことに伴い、計画目標
に沿って補助金を継続して活用していく。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 14

根 拠 法 令

目 的

18 年度

国 33.33% 都 16.65% 区 17%

17年度 18年度 19年度 20年度

22,350 22,350 22,350 歳入 歳出
補助金
依存率

0 5,955

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

　耐震診断を行おうとする者に対し、その費用の一部を助成するこ
とにより、区内の建築物の耐震化を促進し、もって「災害に強い都
市の形成」を目指す。

非木造建築物所有者（マンショ
ン管理組合）で耐震診断実施

者

交付団体等の決算状況（18年度）

既存建築物の耐震化については、国や都においても補助事業を推進しているところ
であり、特に緊急輸送道路沿道、木造密集地域、震災時に避難が困難となる福祉施
設などの耐震化促進は区にとっても喫緊の課題である。区では、耐震促進計画で取
組みを明確にし、補助金を活用しながら整備を進める必要がある。

区の耐震改修促進計画では、平成18年現在71.3％である木造を含む区内の建築物の耐震化
率を90％とする目標を掲げている。この目標に向け民間建築物の耐震化を促進していると
ころであるが、対象建築物所有者等は、耐震化に対する関心は高いが、耐震診断、耐震改
修に相当の費用がかかるため実施者は少ない。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

　　　都市整備部　建築課

20棟

補　助　金　名　称

　非木造住宅等精密診断助成

補助開始年度

　杉並区木造住宅以外の建築物対するに耐震診断助成

事 業 内 容

昭和56年5月以前に建築された建築物（旧基準）で、区の耐震相談ア
ドバイザー派遣、又は簡易診断派遣を利用し精密診断が必要とされ
た建築物の所有者に対し、その費用の一部を助成する。なお、助成
の割合、助成限度額は、建築物の用途等により以下のとおり。
①戸建住宅：１／２（30万円）　②分譲マンション：１／２（150万
円）　③賃貸マンション・非住宅１／４（75万円）

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

※　補助割合は、建築物の用途、規模等により異なるため、国、都の補助が最大となる場合
（分譲マンションで、1,000㎡、3階以上）を想定した。

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 15

根 拠 法 令

目 的

17年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

12,000 16,500 5,250 2,250 歳入 歳出
補助金
依存率

722 396 0

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

アスベスト調査費補助金 環境清掃部環境課

補
助
金
の
概
要

杉並区アスベスト調査費補助金交付要綱

アスベスト調査費用の一部を補助することにより、アスベストの飛散を防止し、区
民の健康と安全な生活環境の確保に資するため

事 業 内 容

吹付けアスベストの使用実態を判断するために実施する①目視調査②成分分析
調査③空気環境測定調査に係る経費の２分の１を補助する。ただし、補助限度
額は次の補助対象者①については15万円、補助対象者②、③については30万
円。
補助対象者は①区内の居住用住宅の所有者又は居住者②事業用建築物を所
有又は使用している中小企業者③その他区長が特に認める者。

交 付 対 象 名 ・ 数 吹付けアスベストの調査を実施し
た、区内の建築物の所有者等

居住用住宅　５件
事業所建築物等　１５件 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

アスベスト問題が大きく取り上げられたときは、調査需要も大きくなったが、その後は問い合わせはあっても
補助に至らないケースも見られる。吹付けアスベストが使用された建物であっても、すぐには解体、建て替え
が進まず、所有者等の経済状況・意向等に大きく左右される。アスベスト調査についても同様に、建て替え
需要に応じて必要性が生じたときに実施される。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

吹付けアスベストが使用された建物は今後４０年前後の間に徐々に解体され、減少していくと思われる。その際、適正に
解体・処理するためには、建物の解体工事前のアスベストに関する事前調査が重要である。調査が十分に行われず、解
体工事に伴い吹付けアスベスト等が飛散した場合には、周辺の区民の健康に重大な影響が及ぶため、事前調査が適正
に行われ、長期にわたり補助金の需要が見込まれる。
　なお、昨年度は補助金の実績がなかったが、従前国内では使用されていないとされたトレモライトなど主要３種以外の
アスベストが昨年検出され、それらの調査についても本補助制度は対応できることから問合せも増え、20年度の補助金
の需要は多くなると考える。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 16

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

1,650 1,650 1,650 歳入 歳出
補助金
依存率

520 853

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

杉並区雨水貯留槽設置助成金 環境清掃部環境課

補
助
金
の
概
要

杉並区雨水貯留槽設置助成金交付要綱

雨水の循環利用を促進し、都市型水害における雨水流出の抑制及び防災対策
の推進を図り、もって都市の安全性の向上と環境に配慮したまちづくりに役立て
ることを目的とする。

事 業 内 容

雨水貯留槽を設置する個人及び事業所に対し次のとおり助成する。
①小型雨水貯留槽（有効貯水量0.5㎥以下）：本体価格の2分の1の額。限度額3
万5千円。
②大型雨水貯留槽（有効貯水量0.5㎥超）：有効貯水量1㎥あたり7万円を乗じた
額。限度額30万円。

交 付 対 象 名 ・ 数
区内に雨水貯留槽を設
置する個人及び事業所

小型雨水貯留槽　30件
大型雨水貯留槽　 2件

補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（助成件数の伸び悩み）　　　　　　　　  　　　　　　　

現
　
状

区民の関心は高く、問い合わせ等に対し数多く資料の送付を行っている。しかし、実際に貯留槽を購入し助
成金を申請する区民は少なく、助成件数は伸び悩んでいる。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

雨水貯留槽の有効性や経済性は一定程度認知されてきており、またプラスチック製などの廉価な
商品も数多く販売され購入しやすくなってきていることから、事業開始から3年を経過する平成20年
度をもって終了する。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 17

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

615 615 415 歳入 歳出
補助金
依存率

327 396

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

清掃管理課

218

補　助　金　名　称

コンポスト容器購入助成

補助開始年度

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
杉並区コンポスト容器購入費補助要綱

事 業 内 容

区があっせんするコンポスト容器購入者に対し、購入価格の半額を補助金として
交付する。

ごみの発生を抑制しリサイクルの意識を高める

区があっせんするコン
ポスト容器購入者

交付団体等の決算状況（18年度）

一般廃棄物処理基本計画の中でごみの減量化は必須の優先課題である。一般家庭の生ごみ処
理を進める上で、一般家庭の協力を得るためには、コンポストに対する補助金は不可欠のもので
ある。

申込者は年間１００件前後あり、区民の補助金に対するニーズは、高い。また、環境問題とリサイクルに関す
る区民の意識の高まりの中でコンポストに対する区民の関心は高まっている。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

個- 18

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

2,000 2,000 2,200 歳入 歳出
補助金
依存率

1,984 1,945

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

家庭用生ごみ処理機購入助成 清掃管理課

補
助
金
の
概
要

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
杉並区家庭用生ごみ処理機購入費補助要綱

ごみの発生を抑制しリサイクルの意識を高める

事 業 内 容

家庭用生ごみ処理機購入者に対し、購入価格の半額（上限2万円）を補助金とし
て交付する。

交 付 対 象 名 ・ 数
家庭用生ごみ処理機
購入者

199 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

補助金利用申請は、補助の対象件数を越える申込みがあり、対象約１００件に対して２倍近い応募がある。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

一般廃棄物処理基本計画の中でごみの減量化は必須の優先課題である。一般家庭の生ごみ処
理を進める上で、一般家庭の協力を得るためには、家庭用生ごみ処理機に対する補助金は必要
である。
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 1

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

6,200 11,655 16,309 歳入 歳出
補助金
依存率

6,200 11,655 6,308 6,308 98%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

区内防犯協会

交付団体等の決算状況（18年度）

　防犯効果を持続させるためには、中長期的に防犯カメラを設置することが必要である。防犯協会
の設置する防犯カメラは、リース契約によるものであるが、リース契約終了後も撤去を行わず、継
続設置（リース契約更新）の必要性は極めて高い。そのため、補助事業継続を望む声が強い。

　防犯協会では平成19年度末現在、区内に100台の防犯カメラを設置している（18年度：50台、19年度：50
台）。空き巣犯罪の発生件数は、18年：1,206件、19年：385件と減少しており、特に、防犯カメラの設置を開始
した18年7月からは発生件数が減少している。
　
　実施計画事業：「犯罪に強いまちづくり」

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　                         　 ）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

危機管理室　危機管理課

３団体

補　助　金　名　称

空き巣等の防犯対策助成金（防犯カメラ設置）

補助開始年度

杉並区の防犯協会に対する事業補助金交付要綱

事 業 内 容

　空き巣等の防犯対策の一環として、防犯協会が区内の必要箇所に防犯カメラ
を設置している。その設置経費等を助成する。

　防犯協会の防犯活動（空き巣等の防犯対策）における諸事業の円滑な運営を
図るため、事業経費の一部を補助する。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 2

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

2,500 4,150 1,050 歳入 歳出
補助金
依存率

1,525 2,580 2,706 2,706 56%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

　自主防犯団体の組織体制の維持と防犯活動の継続実施のためには、ある程度の経費補助が今
後とも必要である。また、限度額の増額について各団体から強い要望がある。

　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

　区が行う安全パトロールとあわせて、地域住民の自主的な防犯活動によって防犯効果を高めることができ
ている。平成20年4月現在、地域防犯自主団体は138団体である。
　活動継続年数及び活動人数が補助金交付の基準を満たし、交付対象となった団体は、18年度：18団体、19
年度：33団体であるが、継続活動助成金は設立時助成金（19年度末廃止）を受け、かつ3年目の年度におい
て継続して活動している団体が対象となるため、年度により対象団体が異なる。

　実施計画　「地域防犯対策の推進」

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

交 付 対 象 名 ・ 数 地域防犯自主団体 18団体(18年度） 補助開始年度

補
助
金
の
概
要

杉並区地域防犯自主団体活動助成金交付要綱

　安全な地域社会の形成のために自主的な地域防犯等の活動を充実又は継続
している団体に対し、防犯活動に要する経費の一部を助成する。

事 業 内 容

　設立活動助成の交付決定通知書を交付されてから３年を経過した年度におい
て、引き続き防犯・安全パトロールなどの活動を月３回以上取り組んでいる防犯
自主団体に対し、その会員数に応じて活動にかかる経費の一部（限度額　20名
以上30名未満 ５万円、30名以上40名未満 7.5万円、40名以上　１０万円）を助
成。

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

防犯自主団体活動助成金（継続活動団体） 危機管理室　危機管理課
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 3

根 拠 法 令

目 的

19年度

財団法人自治
総合センター 100% 都 ％ 区 ％

17年度 18年度 19年度 20年度

2,200 2,500 歳入 歳出
補助金
依存率

2,200

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

区民生活部地域課

1

補　助　金　名　称

コミュニティ助成

補助開始年度

コミュニティ助成事業実施要綱

事 業 内 容

以下の事業に対する助成事業
（１）一般コミュニティ助成事業
（２）緑化推進コミュニティ助成事業
（３）自主防災組織育成助成事業
（４）コミュニティセンター助成事業
（５）青少年健全育成助成事業

財団法人自治総合センターは、宝くじの普及広報事業費として受け入れる受託
事業収入を財源として、この要綱の定めるコミュニティ活動に助成を行なうことに
より、コミュニティの健全な発展を図るとともに宝くじの普及広報事業を行うものと
する。

高円寺北二丁目町会

交付団体等の決算状況（19年度）

財団法人自治総合センターで事業が継続され、コミュニティ組織から要望が続く状況であれば、区
として申請受付等の業務は継続して行う。

助成金に関しては財団法人自治総合センター（以下センターと表記）が募集し、内容審査し交付金額の決定
をしており、区はコミュニティ組織（町会・自治会）からの申請窓口となり、センターへ引き渡す役割を担ってい
る。会計上、一旦センターから区へ入金され、その後区からコミュニティ組織へ補助金として交付する形と
なっている。この助成金に対してのコミュニティ組織からの問合せは増加している。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（現状に記入のとおり　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 4

根 拠 法 令

目 的

１６年度

国 ％ 都 50% 区 50%

17年度 18年度 19年度 20年度

30,000 12,000 13,213 7,940 歳入 歳出
補助金
依存率

6,000 9,230 6,097

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

杉並区内指定商店街

交付団体等の決算状況（18年度）

商店街を始めとする地域の治安をより安全にするためには、商店街の防犯カメラの設置は１つの有効な防
犯対策であり、商店会、利用者、警察などから補助金制度を継続してほしいと言う要望があるため、２０年度
以降も実施していきたい。

商店街は不特定多数の人々が利用することから、安心・安全に利用できることが望まれる。防犯カメラを設
置することで、犯罪の抑止効果や事故、事件等の発生時には早期解決のために役立てる効果が期待でき
る。なお、東京都からの補助は、現在区が「安全・安心まちづくり地区」に指定している、高円寺地区の商店
街が防犯カメラを設置する場合に限る。平成１９年度より電気料や保守委託契約など経常的な費用について
も補助も開始した。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

区民生活部産業経済課

７箇所

補　助　金　名　称

商店街防犯カメラ設置補助金

補助開始年度

杉並区商店街防犯設備の整備等に対する補助金交付要綱

事 業 内 容

商店街が商店街区域内に「防犯カメラ」を設置することにより発生する、購入費や
工事費等、また設置後経常的に発生する電気料や保守経費の一部を補助する。

防犯設備等の設置、また維持に係る経費を補助することにより、商店街への防
犯カメラの設置を促し、安全・安心の街づくりに寄与することを目的とする。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 5

根 拠 法 令

目 的

１８年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

- 8,000 8,000 8,000 歳入 歳出
補助金
依存率

- 8,000 8,000 19,886 19,886 40%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

区民生活部産業経済課

1ヵ所

補　助　金　名　称

杉並区商店街・街の駅モデル事業費補助金

補助開始年度

杉並区商店街・街の駅モデル事業費補助金交付要綱

事 業 内 容

「街の駅」は、商店街の案内所などとしての機能に加え、高齢者や障害者にも利
用しやすい休憩所やトイレを提供する他、集会や展示、交流自治体の物産展な
ど各種イベントの会場、パソコン・インターネットの利用、安全パトロール隊の基
地、その他多目的な機能を持たせる。地域住民の交流の場として、また、様々な
地域情報の受発信の拠点、まちの安全・安心の拠点ともなるスペースとする。こ
うした「街の駅モデル事業」を行うための経費の一部を補助する。

商店街としての快適な買い物の場づくりだけでなく、地域コミュニティの中心とし、
街の駅を核として商店街や地域の活性化を図っていくことを目的とする。

西武井荻商店街振興
組合

交付団体等の決算状況（18年度）

最初の街の駅が開設されてからまだ１年しか経過していないため、有効性・成果の検証が不十分ではある
が、それぞれの商店街が独自性を持った使い方をしていくことで商店街の活性化にも結びつき、新たな可能
性や展開の期待できる事業だと思われる。

平成１８・１９年度の２年間はモデル事業として実施し、１９年度の高円寺銀座商店会協同組合と合わせて区
内に２ヵ所の街の駅が開設された。（平成２０年度はモデル事業ではなく本格実施。）この取り組みは外部か
らも注目されており、他県からも視察や問い合わせがある。
開設された街の駅では来街者に自由にお使いいただく他、商店街のイベントや野菜の即売会などを開催し
たりしている。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 6

根 拠 法 令

目 的

平成19年度

国 0% 都 0% 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

- - 800 800 歳入 歳出
補助金
依存率

- - 800 18,176 18,176 6%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

杉並産業協会

交付団体等の決算状況（18年度）

事業所数の減少が著しい工業関係の会員、団体を対象とした協会の維持運営のためには、少ない対象の
中から新規会員、団体の加入促進及び現状会員等の継続加入が必要である。引き続き区の補助金を活用
して協会のＰＲや情報提供関連事業を継続していきたい。

杉並産業協会は、厚生労働大臣の認可を受けて設立された労働保険事務組合であり、中小企業の労働保
険の事務手続きを廉価（会費）で代行する業務を行っている。会員数が伸び悩む杉並産業協会にとって、新
規加入者の確保のために協会の知名度向上を図る必要がある。ホームページ等による一般区民、工業関
係者へのＰＲや情報提供、会員を対象に行う各種セミナーの開催を区の補助金により行っている。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

区民生活部産業経済課

1団体

補　助　金　名　称

杉並産業協会情報化推進等補助金

補助開始年度

杉並産業協会補助金交付要綱

事 業 内 容
杉並産業協会が行うホームページ作成や会報作成などの情報化推進等の事業
に要する経費に係る補助金を交付する。

杉並産業協会が行う情報化推進等の事業に要する経費に係る補助金を交付し、
工業の振興を図る。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 7

根 拠 法 令

目 的

１９年度

国 0% 都 67% 区 33%

17年度 18年度 19年度 20年度

7,500 7,500 歳入 歳出
補助金
依存率

7,500

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

杉並区エコファーマー
施設栽培研究会

交付団体等の決算状況（18年度）

様々な障害のある都市部での農業おいて、直売所への出荷量が増加するなど事業の拡大に実績
を出し、積極的な農業経営に対する支援策として有効に機能していることから、今後も農業振興対
策として必要な補助金であると考えられる。

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ５棟とそれぞれに暖房機を設置し、トマトの長期採りなどにより、冬場など端境期の直売
所出荷品数の増加を図り、今まで週２回実施していた直売を、週３回に増やすことができた。
また、開口部に専用のネットを張ったﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの設置により、害虫の発生を抑え、農薬の使用量を
最小限にして、安全な生産物の供給と周辺住民への健康被害の発生を防止している。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

区民生活部産業経済課

１団体

補　助　金　名　称

魅力ある都市農業育成対策事業補助金

補助開始年度

杉並区魅力ある都市農業育成対策事業補助金交付要綱

事 業 内 容

東京都が実施する「魅力ある都市農業育成対策事業」を活用し、（１）農畜産物ブ
ランド化推進事業、（２）環境調和・多面的機能発揮事業、（３）地産地消・農産物
安心確保促進事業、（４）農業チャレンジャー支援事業、について、事業の実施に
必要な経費の一部を補助する。

優れた技術や創意工夫を発揮して積極的な経営を進める農業者グループを支
援し、区民と農業者、次代を担う後継者にとって魅力ある都市農業の実現を図
る。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 8

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 50% 区 50%

17年度 18年度 19年度 20年度

4,125 10,755 10,663 歳入 歳出
補助金
依存率

2,241 5,103 － -

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

平成１８年１０月の道路運送法の改正により、福祉有償運送団体の法的な位置づけが明確になった。運行管理や
料金についても通達によりかなり厳しく規定され、ＮＰＯ等の経営を圧迫している。一方移動困難者に対する移送
サービス供給量は、福祉タクシーや介護タクシーなど様々な事業者が参入してきているが、まだ不足しているのが
現状である。今後ＮＰＯ等の新規参入や運行事業を拡充するために、継続して補助していく必要がある。

　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

運行実績に基づき、車両に対する検査費等の維持経費や運行管理を行う人件費等について補助
を行っている。平成１８年１０月の道路運送法の改正により、運賃や運行管理についてかなり厳しく
規制が加えられている中で、区が福祉有償運送団体に対して財政的な支援を行う必要性は十分
ある。

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

交 付 対 象 名 ・ 数 福祉有償運送団体 4(19年度) 補助開始年度

補
助
金
の
概
要

杉並区福祉有償運送事業補助金交付要綱

ＮＰＯ等が行う福祉有償運送事業に助成をし、移動困難者の外出を支援する。

事 業 内 容

ＮＰＯ等が道路運送法第79条による登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業
に対して補助を行う。

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

杉並区福祉有償運送事業補助金 保健福祉部管理課

40



補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 9

根 拠 法 令

目 的

19年度

国 ％ 都  
包括補助対

象事業
区 ％

17年度 18年度 19年度 20年度

27,907 6,846 歳入 歳出
補助金
依存率

11,685

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

保健福祉部障害者生活支援課

1

補　助　金　名　称

杉並区障害者自立支援法移行促進事業補助金

補助開始年度

杉並区障害者自立支援法移行促進事業補助金交付要綱

事 業 内 容

区内で障害者施設を運営している社会福祉法人等が当該施設を障害者自立支
援法に定める事業に移行させた後にその運営が円滑に行えるよう、事業に要す
る経費の一部を補助する。

民間障害者施設が早期に自立支援法に定める事業へ円滑に移行できるように
誘導するとともに、移行後の安定的な運営が確保できるようにする。

民間障害者施設

交付団体等の決算状況（18年度）

民間障害者施設が障害者自立支援法に定める就労継続支援、就労移行支援等の訓練等給付に
移行することは、充実した生産活動の場の整備と利用者の安定した工賃確保など具体的な成果
につながっている。また、移行することにより、区の負担の減少が見込まれ、当面、支援策の一つ
として補助は必要である。

区は本要綱に基づく様々な補助対象経費を設定するとともに、民間障害施設に対して障害者自立
支援法に定める事業への移行を勧奨しているところであるが、移行への具体化が進むようになっ
た。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 10

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 100% 区 ％

17年度 18年度 19年度 20年度

3,535 3,535 3,535 歳入 歳出
補助金
依存率

1,836 2,836 3,536 1,837 52%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

杉並区授産施設利用者支援等事業補助金 障害者生活支援課

補
助
金
の
概
要

杉並区授産施設利用者支援等事業補助金要綱

障害者の地域における自立のため、授産施設利用者の工賃向上を目指し、施設運営
者、企業及びNPOが連携して、共同受注、自主生産品の開発、販路の確保及び支援職
員の技能向上などに取り組む「すぎなみ仕事ねっと」の運営を支援する。

事 業 内 容

「すぎなみ仕事ねっと」に係る下記事業に要する経費の一部を補助する。
　・企業からの共同受注の調整に係る事業（受注体制構築、ＨＰ等によるPR等）
　・自主製品の共同開発に係る事業（自主精米販売等）
　・製品の販路開拓に係る事業（ＰＲについてのコンサルタントへの相談等）
　・支援職員の技能向上に係る事業（講座開催等）
　・事務局運営に係る事業

交 付 対 象 名 ・ 数 すぎなみ仕事ネット 1 補助開始年度

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

現在17団体が加盟。制度の趣旨内容が区内外に周知され、共同受注や自主生産品の販路が拡大し、工賃アップにつな
がっている。
区役所ロビー販売の充実、阿佐谷パールセンター商店街との連携が進んだ。
自主生産品である精米作業において、関係した7施設の利用者321人の工賃が毎月500円アップした。

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

効率的な事業運営や利用者の所得保障の面から、作業所の事業改革ならびに利用者の工賃アップはます
ます必要となる。目標である「工賃の3年で1.5倍アップ」を目指すため、継続して補助していく必要がある。
都の先駆的事業として認められ、都の補助金が21年度まで継続することとなった。加盟施設中11施設が
0.5％～45％工賃アップしている。

42



補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 11

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

3,084 1,440 0 歳入 歳出
補助金
依存率

939 826

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

審
査
会
評
価

適 正 化 の 方 向

理
　
由

国は利用者の負担感がいまだ解消されないことから、法施行3年後の抜本的見直しに向けた緊急
措置として20年度以降も負担軽減措置を図る中、利用者が通所する当該施設の経営努力だけで
は解消できない650円を上回る給食費経費については助成の継続は必要である。

　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　F　金額が小額又は対象者の少数化 　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現
　
状

障害者自立支援法の施行により、利用者の給食費について区独自の利用者負担軽減策として20
年3月までの2年間の経過措置を設け、国基準である1食650円を上回る額の助成を行うこととした。
20年度も国と同様に、この措置を継続し、利用者の負担軽減を図ることになった。

補助金決算額（千円）

問
題
点

　　　A　政策目的の希薄化

　　　D　委託料との区分が不明確

補 助 割 合

交付団体等の決算状況（18年度）

補助金予算額（千円）

交 付 対 象 名 ・ 数 知的障害者援護施設 19年度　2 補助開始年度

補
助
金
の
概
要

知的障害者援護施設給食費助成要綱

利用者の負担軽減を図るとともに、民営施設が安定的に給食を提供できるように
する。

事 業 内 容

杉並区内で利用者に給食を提供している区立施設を除く通所の知的障害者援護
施設に対し、その給食提供に要する費用の一部を助成する。

№ 補　助　金　名　称 担　当　部　課

知的障害者援護施設給食費助成 障害者生活支援課
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 12

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 % 都
ひととき0%
つどい2/3

区
ひととき100%
つどい1/3

17年度 18年度 19年度 20年度

24,500 53,000 77,000 歳入 歳出
補助金
依存率

6,330 31,580 6,904 6,394 92%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

保健福祉部子育て支援課

5団体(19年度末）

補　助　金　名　称

杉並区ひととき保育・つどいの広場運営費等補助金

補助開始年度

杉並区ひととき保育・つどいの広場運営費等補助金交付要綱

事 業 内 容

　就学前の子どもを短時間預かるひととき保育と乳幼児親子が気軽に集い、親
子の交流を深め育児相談ができるつどいの広場を、区の空き施設や民間施設を
活用し、地域の子育て団体やNPO法人、民間事業所等が運営する。初度調弁の
購入に要する経費、運営費、家賃費の一部を区が助成する。

杉並区ひととき保育・つどいの広場運営要綱に基づきひととき保育・つどいの広
場を運営する事業者に対し、運営費等の補助金を交付する。

ひととき保育運営事業者

交付団体等の決算状況（18年度）

　運営団体は、地域の子育て支援団体や主婦層が中心のNPO法人や地域大学卒業生が中心のNPO法人
など、経営力の弱い事業所が多く、今後整備する施設も同様の団体が担う可能性がある。そういう団体が新
たに事業を開始し、安定した運営を継続するには現状の補助金が必要である。

　事業を開始するにあたり必要な初度備品、事業にかかる人件費や施設維持管理経費、家賃代等を区が補
助することにより、開設当初から安定した運営ができている。ひととき保育の利用者は増えており、運営団体
に現状の補助金を助成することにより、計画どおり施設整備が進んでいる。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 13

根 拠 法 令

目 的

19年度

国 0% 都 50% 区 50%

17年度 18年度 19年度 20年度

4,174 8,347 歳入 歳出
補助金
依存率

2,383

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

学校法人
アルウィン学園

交付団体等の決算状況（18年度）

保育所入所待機児童の解消・幼稚園の定員割れ対策及び地域における子育て支援を行う総合施
設として、認定こども園運営の助成は必要である。

１９年度１１月より認定の１園で、多くの子どもが延長保育を利用している。また、認定申請の準備
中の幼稚園が現在１園あり、延長保育利用者増加の可能性が見込まれる。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

保健福祉部　保育課

1

補　助　金　名　称

杉並区認定こども園運営費等補助金

補助開始年度

杉並区認定こども園運営費等補助金交付要綱

事 業 内 容

各月初日に在籍する月１６０時間以上の利用契約をした児童数に、月額単価（３
歳児月額２１，０６０円、４歳から就学前は月額１８，４５０円）を乗じた額を、運営
費等補助金として交付する。

認定こども園の運営費の助成

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 14

根 拠 法 令

目 的

18年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

0 800 800 800 歳入 歳出
補助金
依存率

0 0 0 0 0 0%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

美化推進団体

交付団体等の決算状況（18年度）

路上禁煙地区の周知活動の一環として創設された補助金であり、禁煙地区の存在がかなりの区
民に認知されるようになってきた。路上禁煙、吸殻のポイ捨ても減少し、地域住民による活動実績
は減少傾向にあるため、２０年度の補助金の利用状況を検証し、今後の方向性を検証したい。

路上禁煙地区内の既存の地域団体には、箒・塵取りなど環境美化活動のための機材やペナントな
ど啓発のための資材がすでに行き渡っており、あらたな要望は寄せられない。また、路上禁煙地区
以外の地域団体からの新規の問い合わせは無い。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化

担　当　部　課

環境清掃部環境課

100

補　助　金　名　称

美化推進組織活動補助金

補助開始年度

杉並区美化推進組織活動補助金交付要綱

事 業 内 容

路上禁煙地区等で清掃、環境美化のPR及びパトロール等を行っている自主団体
に対して、１０万円を限度とし対象経費の３分の２以内を補助する。

路上禁煙地区等で清掃活動などを行っている自主団体の活動を支援することで、地
区内の環境美化の推進を図ることを目的とする。

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

適 正 化 の 方 向

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合
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補助金審査表 杉並区補助金適正化審査会

団- 15

根 拠 法 令

目 的

１７年度

国 ％ 都 ％ 区 100%

17年度 18年度 19年度 20年度

28,000 41,714 41,714 41,714 歳入 歳出
補助金
依存率

14,318 36,070 38,107 39,563 39,563 91%

    　　　B　長期化による形骸化 　　　C　対象・要件の類似

      1 ２－１ ２－２ ２－３           ３

№

補
助
金
の
概
要

交 付 対 象 名 ・ 数

補 助 割 合

補助金予算額（千円）

補助金決算額（千円）

問
題
点

現
　
状

理
　
由

審
査
会
評
価

　　　A　政策目的の希薄化

担　当　部　課

教育委員会事務局庶務課

施設

補　助　金　名　称

杉並師範館補助金

補助開始年度

杉並師範館補助金交付要綱

事 業 内 容

　杉並師範館は、熱意あふれる教師を地域の責任により養成するための教師養成塾で
ある。
　小学校教員免許取得予定の学生や既に取得済みの社会人等を対象に、全国から毎年
30名程度募集し、人を教える人間力とともに実践的指導力に重点を置いた独自のカリ
キュラムにより、一年間修塾する。
　一年間の修塾後、塾生を対象に杉並区教育委員会の採用選考を行い、杉並区立小学
校の教員として杉並区独自に採用する。

杉並区の新しい学校づくりに寄与し、日本の教育再興の礎となるべく設立された
杉並師範館の運営及び事業を支援するため、館の運営等に要する経費の一部
を補助する。

1

交付団体等の決算状況（18年度）

　上記のとおり、杉並師範館では気高い精神と卓越した指導力を持った教師を養成し、卒塾生は杉並区の独自採用教員
として区立小学校に配属されているが、現時点では杉並区の教育向上にどの程度貢献しているのか検証するには、採
用人数も少なく、期間も短い。このため、しばらくは補助事業として継続的に行い、有効性・成果の検証ができる段階で、
その結果により補助の見直しが必要かどうか検討していく。

　杉並師範館は、平成１８年度第一期生２０名を養成し、１９年度はじめて杉並師範館を卒塾した塾生が杉並区立小学校
に配属された。また、第二期生２９名もこの４月に配属されたばかりである。実質養成をはじめて２年、区立小学校に配属
されて１年であり、杉並区の教育向上にどの程度寄与しているのか、有効性・成果を検証するには人数も少なく、期間が
短かすぎるのが現状である。　短期的に見れば、個人差はあるが、総体として、熱意を持って積極的に仕事に取り組む
姿勢、杉並区の教師としての自覚に立った地域の方との関わりなど、生徒、保護者、地域の方から高い評価を得ている。

　　　D　委託料との区分が不明確 　　　    E　有効性・成果の検証が不明確又は不十分

　　　Ｇ　その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　F　金額が小額又は対象者の少数化
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杉並区補助金適正化審査会設置要綱 
平成 20年 4月 10日 
2 0 杉 並 第 2 1 4 6 号 

 
 (設置) 
第１条 杉並区から支出する補助金について、補助金の客観性・合理性を審査するため、

杉並区補助金適正化審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 
(所掌事項) 
第２条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。 
（１） 杉並区から支出する補助金の審査に関すること。 
（２） その他区長が特に必要と認める事項 
(構成) 
第３条 審査会は、５名以内の委員をもって構成する。 
２ 委員は、学識経験者等のうちから区長が委嘱する。 

(委員の任期) 
第４条 委員の任期は、委嘱した日から審査結果を報告する日までとする。 

(会長及び副会長) 
第５条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選とする。 
２ 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。 
３ 会長は、審査会を代表し、会議を総括する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第６条 審査会は、会長が招集する。 
２ 区長は、必要があると認めるときは、会長に審査会の開催を求めることができる。 
３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者及び関係職員を会議に出席させる

ことができる。 
(会議の公開) 
第７条 審査会の会議は、公開とする。ただし、審査会の決定により、非公開とすること

ができる。 
(事務局) 
第８条 審査会の事務局は、政策経営部財政課とする。 
（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定

める。 
附 則 

 １ この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 
 ２ この要綱は、審査会の所掌事項の審査結果の報告をもって廃止する。 
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杉並区補助金適正化審査会 委員名簿 
 

区 分 氏 名 備   考 

飯島
いいじま

 大邦
ひろくに

 
中央大学 経済学部 准教授 
 

大杉
おおすぎ

 覚
さとる

首都大学東京 大学院 教授 

中村
なかむら

 香子
きょうこ

日本公認会計士協会東京会杉並会 副会長 

南
みなみ

  学
まなぶ 横浜市立大学 理事・教授 

横浜市立大学エクステンションセンター長 

学識経験者 

山田
やまだ

 英二
えい じ

株式会社三菱総合研究所 主席研究員 

（五十音順） 

49



杉並区補助金適正化審査会審査経過 

 

 

回 数 開 催 年 月 日 審 議 内 容 

第 1回 平成 20 年 5 月 20 日 
区財政及び補助金の現状、 

補助金事務の基本的な流れの説明 

第 2回 平成 20 年 6 月 9 日 個人に対する補助金の審査（5件） 

第 3回 平成 20 年 7 月 22 日 個人に対する補助金の審査（13件） 

第 4回 平成 20 年 8 月 27 日 団体に対する補助金の審査（8件） 

第 5回 平成 20 年 9 月 26 日 団体に対する補助金の審査（7件） 

第 6回 平成 20 年 10 月 20 日 商店街に関する補助金の重点審査（12件） 

第 7回 平成 20 年 11 月 11 日 既存補助金の総括、報告書内容検討 

第 8回 平成 20 年 11 月 28 日 提言（報告書）の提出 
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個
人
に
対
す
る
補
助
金
1

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期

委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

1
震
災
時
生
活
用
水
井
戸
整
備
補
助
金

防
災
課

○
震
災
時
の
生
活
用
水
の
確
保
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
区
民
へ
の
周
知
を
徹
底
さ
れ
た
い
。

○
１
９
年
度
に
１
０
２
０
名
の
井
戸
登
録
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
「
水
が
涸
れ
た
」
・
「
建
替
え
に
伴
い
井
戸
を
埋
め
た
」
「
高
齢

化
に
よ
り
維
持
管
理
で
き
な
い
」
な
ど
の
理
由
で
、
１
７
０
名
が
登
録
を
辞
退
し
た
。
今
後
も
震
災
時
生
活
用
水
井
戸
の
登
録
確
保
を
し

て
い
く
た
め
に
は
、
修
理
補
助
金
（
現
在
上
限
５
万
円
）
の
引
き
上
げ
も
視
野
に
入
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

2
貸
与
宿
泊
施
設
区
民
宿
泊
費
補
助
金

区
民
生
活
部
管
理
課
○

補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
利
用
が
特
定
の
者
に
片
寄
ら
な
い
よ
う
利
用
回
数
を
制
限
す
る
こ
と
や
低
所
得
者
対
策
と
し

て
所
得
制
限
を
導
入
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
。

○

利
用
が
特
定
の
者
に
偏
る
こ
と
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て
は
、
区
民
に
保
養
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
事
業
の
目
的
か
ら
利
用
回
数

を
制
限
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
な
P
R
活
動
や
区
民
優
先
枠
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
区
民
に
利
用
し
て
も
ら
え
る

環
境
を
整
え
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て
の
所
得
制
限
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
行
っ
た
も
の
の
、
区
民
利
用
自
体
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
中

で
、
事
業
目
的
に
鑑
み
導
入
は
適
当
で
は
無
い
と
の
判
断
の
も
と
、
実
施
し
て
い
な
い
。

3
空
き
店
舗
活
用
事
業
補
助
金

産
業
経
済
課

○
商
店
街
活
性
化
の
た
め
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
利
用
実
績
を
残
す
よ
う
努
力
し
て
ほ
し
い
。

○
制
度
の
積
極
的
な
周
知
や
補
助
率
の
見
直
し
等
に
取
り
組
み
、
実
績
の
向
上
に
努
め
て
い
き
た
い
。

4
地
域
密
着
型
事
業
コ
ン
テ
ス
ト
助
成
金

産
業
経
済
課

○
制
度
の
立
ち
上
げ
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
旦
廃
止
し
た
上
で
、
事
業
執
行
方
法
の
再
構
築
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

○
1
8
年
度
よ
り
廃
止
と
し
た

5
体
験
型
農
園
運
営
管
理
補
助
金

産
業
経
済
課

○
農
園
整
備
に
補
助
を
行
い
、
体
験
型
農
園
を
区
民
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
区
は
そ
の
役
割
を
十
分
果
た
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
管
理
運

営
経
費
ま
で
補
助
す
る
必
要
性
は
薄
く
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

○
現
利
用
者
の
募
集
に
当
た
っ
て
は
、
運
営
管
理
補
助
金
の
交
付
を
前
提
に
設
計
さ
れ
た
利
用
料
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
利
用
途
中
で

の
廃
止
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
区
内
初
の
体
験
型
農
園
で
、
経
営
も
厳
し
く
補
助
の
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
補
助
金
の
支
出
を
継
続
し

た
。

6
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
事
業

補
助
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課
○

客
観
的
な
第
三
者
評
価
は
、
区
民
の
選
択
基
準
を
明
確
に
す
る
上
で
、
重
要
で
あ
り
、
今
後
、
事
業
者
、
利
用
者
双
方
の
理
解
を
得
る

努
力
を
期
待
す
る
。

○
広
報
及
び
事
業
者
連
絡
会
を
通
し
て
第
三
者
評
価
受
審
補
助
を
行
う
こ
と
を
周
知
し
、
事
業
者
の
取
り
組
み
を
促
進
し
た
。
ま
た
、
受

審
結
果
は
公
表
さ
れ
利
用
者
に
情
報
提
供
さ
れ
て
い
る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
の
幅
が
広
が
っ
て
い
る
。

7
心
身
障
害
者
（
児
）
通
所
訓
練
・
授
産

施
設
通
所
者
交
通
費
等
助
成

障
害
者
生
活
支
援
課
○

障
害
者
自
立
支
援
法
の
成
立
に
よ
り
、
今
後
、
障
害
者
施
設
の
事
業
体
系
の
再
編
が
行
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
、
交

通
費
、
給
食
費
の
補
助
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
国
も
給
食
費
を
含
め
障
害
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
措
置
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
当
面
、
交
通
費
、
給
食
費
等
の
補
助
に
つ
い
て
継
続

す
る
こ
と
と
し
、
今
後
は
国
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
対
応
す
る
。

8
家
族
介
護
者
ヘ
ル
パ
ー
受
講
料
助
成
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課

○
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
家
族
介
護
者
支
援
策
は
再
構
築
さ
れ
て
お
り
、
本
事
業
は
一
定
の
成
果
を
挙
げ
役
割
を
果
た
し
た

と
評
価
で
き
る
の
で
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

○
平
成
１
７
年
度
末
廃
止

9
介
護
保
険
住
宅
改
修
支
援
事
業
補
助
金
介
護
保
険
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
今
後
の
介
護
保
険
制
度
の
動
向
を
見
極
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
平
成
１
８
年
４
月
の
介
護
保
険
制
度
改
正
の
内
容
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
補
助
の
必
要
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

1
0
外
国
人
学
校
通
学
児
童
生
徒
保
護
者

負
担
軽
減
補
助
金

区
民
生
活
部
管
理
課
○

当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
所
得
制
限
の
導
入
や
低
所
得
者
を
手
厚
く
す
る
な
ど
検
討
の
余
地
は
あ
る
。

○
本
補
助
金
の
対
象
者
に
対
す
る
所
得
の
把
握
は
、
そ
の
対
象
者
の
多
く
が
外
国
籍
で
あ
る
こ
と
か
ら
所
得
の
把
握
を
正
確
に
行
う
こ
と

が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
補
助
対
象
者
の
中
で
、
正
確
に
把
握
で
き
る
者
と
把
握
で
き
な
い
者
が
混
在
す
る
こ
と
か
ら
、
対
象
者

の
制
度
内
不
均
衡
が
発
生
す
る
恐
れ
も
あ
り
、
所
得
制
限
の
導
入
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

1
1
文
化
財
保
存
事
業
費
補
助
金

社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課
○

当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
今
後
、
文
化
財
の
効
果
的
な
維
持
・
保
存
が
図
れ
る
よ
う
な
補
助
金
の
あ
り
方
を
検
討
さ
れ

た
い
。

○
文
化
財
が
個
人
の
所
有
物
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
(区
民
)全
体
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
区
の
保
護
奨

励
金
支
出
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
。
今
後
は
、
検
討
を
重
ね
、
よ
り
効
果
的
な
奨
励
金
制
度
を
確
立
し
た
い
。

1
2
幼
稚
園
等
園
児
の
保
護
者
に
対
す
る

補
助
金

学
務
課

○
○

公
私
格
差
是
正
、
受
益
者
負
担
、
補
助
金
削
減
等
の
観
点
か
ら
、
区
の
示
し
た
見
直
し
の
方
向
性
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
早
期

に
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

○

区
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
へ
の
経
済
的
負
担
軽
減
を
強
化
す
る
た
め
、
１
９
年
度
か
ら
子
育
て
応
援
券
を
所
得
制
限
な
し

で
導
入
し
た
が
、
当
該
見
直
し
策
は
、
こ
の
方
向
と
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
法
改
正
に
よ
り
、
今
後
の
幼
稚
園
の
目
的
や
役
割
な

ど
の
明
確
化
が
図
ら
れ
、
区
立
を
含
め
て
そ
の
あ
り
方
の
見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
も
踏
ま
え
、
引
き
続

き
検
討
し
て
い
く
。

1
3
木
造
賃
貸
住
宅
等
建
替
促
進
事
業

助
成
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
防
災
性
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
利
用
実
績
を
向
上
さ
せ
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

○
ま
ち
づ
く
り
ニ
ュ
ー
ス
の
発
行
・
各
戸
配
布
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
発
行
な
ど
に
よ
り
、
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

1
4
都
市
防
災
不
燃
化
促
進
助
成
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
震
災
危
険
度
の
高
い
地
域
を
不
燃
化
促
進
地
域
に
指
定
し
、
延
焼
遮
断
帯
の
形
成
や
避
難
路
の
確
保
を
図
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
延
焼
の
拡
大
を
防
ぐ
と
と
も
に
避
難
路
を
確
保
す
る
た
め
に
、
幹
線
道
路
等
の
沿
道
建
築
物
の
不
燃
化
を
促
進
す
る
。

1
5
街
な
み
環
境
整
備
事
業
助
成
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
国
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
大
田
黒
公
園
周
辺
地
区
環
境
整
備
事
業
が
終
了
す
る
1
8
年
度
ま
で
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
平
成
1
9
年
3
月
3
1
日
事
業
完
了

1
6
高
齢
者
住
宅
整
備
費
助
成

住
宅
課

○
新
規
助
成
は
廃
止
済
み
で
、
既
定
の
利
子
補
給
の
み
を
継
続
す
る
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
事
業
の
必
要
性
か
ら
継
続
す
る
。

1
7
民
営
自
転
車
駐
車
場
育
成
補
助
金

交
通
対
策
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
今
後
も
放
置
自
転
車
対
策
と
し
て
民
営
駐
車
場
を
整
備
し
て
い
く
方
針
な
ら
、
助
成
額

の
引
き
上
げ
や
管
理
費
助
成
期
間
の
延
長
な
ど
の
誘
導
策
を
講
じ
る
こ
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○

平
成
１
９
年
３
月
２
９
日
付
、
杉
並
第
８
３
７
８
１
号
で
、
「
杉
並
区
民
営
自
転
車
駐
車
場
育
成
補
助
金
交
付
要
綱
」
の
一
部
改
正
（
平
成

１
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）
を
行
い
、
建
設
費
補
助
額
を
増
額
し
た
。
な
お
、
管
理
費
助
成
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
と

し
た
。

平
成
１
９
年
度
に
は
、
新
た
に
１
件
の
申
請
が
有
り
、
６
０
台
規
模
の
民
営
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
た
。

1
8
私
道
排
水
設
備
補
助
金

杉
並
土
木
事
務
所

○
良
好
な
生
活
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く
た
め
に
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
受
益
者
負
担
の
検
討
も
必
要
と
考
え
る
。
○

負
担
率
の
強
化
に
よ
り
、
整
備
が
進
ま
な
く
な
る
な
ど
の
諸
問
題
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
当
面
、
現
状
維
持
と
す
る
。

1
9
雨
水
浸
透
施
設
設
置
助
成
金

建
設
課

○
雨
水
流
出
抑
制
対
策
事
業
を
推
進
す
る
た
め
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
集
中
豪
雨
等
に
よ
る
浸
水
被
害
が
起
き
て
い
る
現
状
で
、
雨
水
流
出
抑
制
対
策
事
業
の
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
く
、
総
合
治
水

対
策
促
進
の
た
め
民
間
へ
助
成
を
行
う
こ
と
は
、
事
業
効
果
を
あ
げ
る
施
策
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
平
成
１
９
年
度
は
積
極
的
な

Ｐ
Ｒ
等
に
よ
り
、
助
成
件
数
が
倍
増
し
て
い
る
。

現
在
の
各
所
管
課
に
お
け
る
各
種
補
助
金
の
取
り
扱
い
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個
人
に
対
す
る
補
助
金
2

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期

委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

2
0
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
助
成
金

土
木
管
理
課

○
良
好
な
住
環
境
の
確
保
と
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
狭
あ
い
道
路
の
整
備
は
着
実
に
実
績
を
あ
げ
て
い
る
が
、
良
好
な
居
住
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
、
引
き
続
き
事
業
を
推
進
す
る
。

2
1
浄
化
槽
清
掃
経
費
助
成
金

清
掃
管
理
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
下
水
道
未
普
及
地
域
で
本
補
助
の
対
象
と
な
る
浄
化
槽
が
１
件
で
、
補
助
額
も
極
め
て
小
額
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
補
助
金
の
支
出
方
法
の
効
率
化
（
例
え
ば
、
一
時
金
の
支
給
や
数
年
分
ま
と
め
た
補
助
な
ど
）
に
つ
い
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
現
行
の
制
度
は
、
区
が
助
成
金
相
当
額
を
清
掃
業
者
に
支
払
い
、
浄
化
槽
管
理
者
は
助
成
金
相
当
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
清
掃

業
者
に
支
払
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
補
助
金
の
効
率
的
な
支
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
補
助
の
方
法
自
体
の
見
直
し
を
含
め
、
慎
重
に

精
査
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

2
2
生
け
が
き
協
定
補
助
金

み
ど
り
公
園
課

○

緑
化
推
進
を
区
の
重
要
施
策
の
一
つ
と
し
て
今
後
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
す
れ
ば
、
緑
化
政
策
に
お
け
る
補
助
金
の
果
た
す

役
割
や
補
助
金
の
有
効
な
活
用
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
緑
の
保
護
や
育
成
に
関
す
る
条
例
の
見
直
し
が
具
体
的
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
上
っ
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
現
在
の
各
種
補
助
金
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
（
例
え
ば
、
包
括
的

な
仕
組
み
な
ど
）
に
再
編
し
て
い
く
こ
と
を
条
件
に
、
継
続
と
す
る
。

○
平
成
1
8
年
3
月
2
0
日
に
「
杉
並
区
み
ど
り
の
条
例
」
改
正
を
行
い
,保
護
樹
木
等
補
助
金
に
平
成
1
8
年
1
2
月
1
3
日
に
統
合
し
た
た
め
、

本
制
度
は
廃
止
と
な
っ
た
。

2
3
保
護
樹
木
等
補
助
金

み
ど
り
公
園
課

○
上
記
に
同
じ

○

平
成
1
8
年
3
月
2
0
日
付
「
杉
並
区
み
ど
り
の
条
例
」
改
正
で
、
樹
木
等
の
保
護
制
度
の
充
実
を
図
っ
た
。
保
護
生
け
が
き
の
対
象
を
総

延
長
3
0
m
以
上
か
ら
1
0
m
以
上
に
拡
げ
、
生
け
が
き
協
定
補
助
金
と
保
護
生
け
が
き
補
助
金
を
一
本
化
し
た
。
ま
た
、
敷
地
の
細
分
化

が
進
み
近
隣
か
ら
の
落
ち
葉
や
日
照
の
苦
情
が
増
え
る
な
か
で
、
樹
木
等
を
維
持
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
樹
木
等
の
管

理
費
が
高
額
に
な
っ
て
い
る
。
少
し
で
も
所
有
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
補
助
金
の
交
付
額
を
個
人
所
有
の
保
護
樹
木
は

6
,0
0
0
→
8
,0
0
0
円
に
、
法
人
所
有
の
保
護
樹
木
は
2
,0
0
0
→
3
,0
0
0
円
に
増
額
す
る
等
の
改
正
を
行
っ
た
。

2
4
接
道
部
緑
化
助
成
金

み
ど
り
公
園
課

○
上
記
に
同
じ

○
平
成
1
8
年
3
月
2
0
日
付
「
杉
並
区
み
ど
り
の
条
例
」
改
正
で
、
樹
木
等
の
保
護
制
度
の
充
実
を
図
っ
た
。
助
成
対
象
者
を
個
人
の
み
に

限
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
住
宅
販
売
を
目
的
と
し
た
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
等
の
法
人
に
つ
い
て
も
対
象
と
し
、
現
状
に
即
し
た
内
容
に
変
更
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
助
成
総
額
が
2
0
0
万
円
台
か
ら
4
0
0
万
円
台
に
増
え
、
接
道
部
緑
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

2
5
屋
上
・
壁
面
緑
化
助
成
金

み
ど
り
公
園
課

○
上
記
に
同
じ

○
平
成
1
8
年
3
月
2
0
日
付
「
杉
並
区
み
ど
り
の
条
例
」
改
正
で
、
樹
木
等
の
保
護
制
度
の
充
実
を
図
っ
た
。
東
京
都
の
緑
化
基
準
で
義
務

付
け
さ
れ
て
い
る
屋
上
・
壁
面
緑
地
に
つ
い
て
も
助
成
対
象
と
し
、
よ
り
現
状
に
即
し
た
内
容
に
変
更
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
助
成
総
額

が
例
年
4
0
0
万
円
代
で
推
移
し
て
い
た
も
の
が
、
1
9
年
度
は
約
7
7
0
万
円
に
増
え
、
屋
上
・
壁
面
緑
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

2
6
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
機
器

設
置
費
補
助
金

環
境
課

○
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
の
補
助
の
終
了
に
伴
い
、
1
9
年
度
末
で
補
助
を
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
の
補
助
終
了
後
、
1
8
、
1
9
年
度
と
補
助
件
数
は
年
々
伸
び
て
お
り
、
需
要
は
更
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
地

球
温
暖
化
防
止
に
向
け
た
家
庭
に
お
け
る
省
エ
ネ
推
進
を
図
る
上
で
、
も
っ
と
も
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
設
置
後
も
省
エ
ネ
意
識
の
強

弱
に
左
右
さ
れ
ず
に
安
定
し
た
Ｃ
Ｏ
２
削
減
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
補
助
事
業
の
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

2
7
低
公
害
車
導
入
促
進
補
助
金
・

粒
子
状
物
質
減
少
装
置
装
着
補
助
金

環
境
課

○
1
5
～
1
7
年
度
の
３
年
間
の
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
と
し
、
1
7
年
度
末
で
補
助
を
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
１
７
年
度
末
で
廃
止
し
た
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
1

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

1
職
員
互
助
会
補
助
金

職
員
課

○
内
部
努
力
を
徹
底
し
、
福
利
厚
生
事
業
の
再
構
築
を
図
る
と
と
も
に
、
補
助
水
準
の
適
正
化
を
検
討
さ
れ
た
い
。

○

地
方
公
務
員
法
第
4
2
条
は
厚
生
制
度
に
つ
い
て
、
自
主
的
実
施
を
地
方
公
共
団
体
に
義
務
づ
け
て
お
り
、
そ
の
事

業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
条
例
を
定
め
互
助
会
を
設
置
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
。
互
助
会
の
事

業
運
営
は
、
社
会
通
念
上
容
認
さ
れ
る
運
営
内
容
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
が
、
更
な
る
内
部
努
力
の
徹
底
を
求
め
て

い
く
。

補
助
水
準
に
つ
い
て
は
、
対
会
費
1
:1
の
現
行
水
準
が
妥
当
と
考
え
る
。

（
補
助
金
：
会
費
…
H
1
6
　
１
：
１
、
H
1
7
～
H
1
8
　
0
.8
：
１
、
H
1
9
～
１
：
１
）

2
教
職
員
互
助
会
補
助
金

庶
務
課

○
内
部
努
力
を
徹
底
し
、
福
利
厚
生
事
業
の
再
構
築
を
図
る
と
と
も
に
、
補
助
水
準
の
適
正
化
を
検
討
さ
れ
た
い
。

○
1
8
年
度
補
助
金
適
正
化
審
査
会
に
お
け
る
縮
減
の
提
言
を
受
け
、
特
別
区
職
員
互
助
組
合
の
事
業
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
区
職
員
と
の
福
利
厚
生
の
均
等
化
を
考
慮
し
、
1
9
年
度
か
ら
補
助
金
を
廃
止
し
た
。

3
防
犯
協
会
に
対
す
る
事
業
補
助
金

危
機
管
理
対
策
課

○
地
域
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
協
会
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
収

支
状
況
か
ら
み
て
、
３
団
体
と
も
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
高
い
た
め
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
に

応
じ
て
削
減
等
適
切
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

○
内
容
を
精
査
し
た
結
果
、
平
成
1
8
年
度
に
お
い
て
一
部
団
体
に
対
す
る
補
助
金
を
減
額
し
た
。

（
～
H
1
7
　
3
団
体
と
も
3
2
4
,0
0
0
円
→
H
1
8
～
　
2
団
体
　
3
2
4
,0
0
0
円
、
1
団
体
　
3
0
0
,0
0
0
円
）

4
地
域
防
犯
自
主
団
体
活
動
助
成
金

危
機
管
理
対
策
課

○
1
5
～
1
9
年
度
の
５
年
間
の
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
と
し
、
1
9
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
、
今
後
、
地

域
の
自
主
的
活
動
が
継
続
す
る
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
さ
れ
た
い
。

○

自
主
団
体
の
「
立
ち
上
げ
等
支
援
」
に
か
か
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
設
立
す
る
団
体
が
年
々
減
少
し
て
い

る
状
況
を
踏
ま
え
、
1
9
年
度
末
で
廃
止
し
た
が
、
安
心
・
安
全
の
観
点
か
ら
規
模
を
大
幅
に
縮
小
し
、
継
続
活
動
助

成
に
統
合
し
た
。
今
後
、
交
付
に
あ
た
っ
て
は
、
継
続
し
て
活
動
さ
れ
る
こ
と
が
充
分
期
待
さ
れ
る
団
体
で
あ
る
こ
と
を

精
査
す
る
体
制
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

5
学
校
地
域
防
災
連
絡
会
に
対
す
る

補
助
金

防
災
課

○
防
災
組
織
の
再
編
に
伴
い
、
補
助
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
あ
る
。

○
平
成
1
7
年
度
末
　
廃
止

6
防
火
防
災
協
会
事
業
補
助
金

防
災
課

○
団
体
の
自
立
度
が
高
い
中
で
、
区
の
防
災
施
策
に
沿
っ
て
事
業
展
開
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
補
助
金
を
交
付
す
る
に

値
す
る
事
業
を
き
ち
ん
と
示
し
た
上
で
、
補
助
対
象
事
業
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
条
件
に
継
続
と
す
る
。

○
同
協
会
は
、
区
内
の
防
火
防
災
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
会
員
の
会
費
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
区
の
補
助
金

は
、
こ
の
協
会
運
営
の
性
格
上
、
実
質
的
に
資
力
に
見
合
っ
た
会
費
(分
担
金
)に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
支
出
は

妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

7
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
消
防
少
年
団
事
業

補
助
金

防
災
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
今
後
、
成
果
を
き
ち
ん
と
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
業
を
行
う
こ
と
、
あ

る
い
は
、
防
災
対
策
と
い
う
政
策
目
的
に
合
致
し
た
形
で
補
助
を
組
み
替
え
て
い
く
こ
と
を
条
件
に
継
続
と
す
る
。

○
少
年
少
女
の
防
火
思
想
普
及
の
た
め
の
事
業
の
実
施
及
び
効
果
的
な
補
助
金
運
用
を
引
き
続
き
依
頼
す
る
。

8
消
防
団
事
業
補
助
金

防
災
課

○
消
防
団
は
防
火
活
動
の
基
幹
組
織
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
運
営
費
の
大
半
は
区
の
補
助
金
で

占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
団
体
の
性
格
上
、
他
か
ら
の
収
入
を
見
込
む
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。
消
防
団
員
の
定
員

確
保
に
向
け
て
効
果
的
な
補
助
金
の
あ
り
方
を
検
討
さ
れ
た
い
。

○
消
防
署
を
通
じ
て
、
消
防
団
に
対
し
よ
り
効
果
的
な
補
助
金
運
用
を
依
頼
し
て
い
る
。

9
防
災
市
民
組
織
連
絡
協
議
会
に
対
す
る

補
助
金

防
災
課

○
市
民
組
織
相
互
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て
地
域
の
安
全
・
安
心
を
支
え
る
組
織
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で

き
る
。
よ
り
有
効
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

○
杉
並
区
の
防
災
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
防
災
市
民
組
織
（
１
９
年
度
末
１
６
３
組
織
）
が
相
互
に
協
力
や
連
携
を

し
、
区
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
を
は
か
り
、
防
災
態
勢
の
充
実
強
化
を
組
織
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

1
0
防
災
市
民
組
織
に
対
す
る
助
成

防
災
課

○
地
域
の
安
全
安
心
を
支
え
る
基
礎
的
団
体
と
し
て
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
１
９
年
度
末
で
１
６
３
の
防
災
市
民
組
織
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
発
災
時
に
被
害
を
抑
え
る
た
め
に
は
、
防
災
市
民
組

織
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
日
ご
ろ
か
ら
の
防
災
意
識
の
啓
発
と
共
に
初
期
消
火
や
避
難
誘
導
な
ど
自
助
・
共
助
の

活
動
が
重
要
と
な
る
。
今
後
も
防
災
市
民
組
織
の
活
動
助
成
や
育
成
が
必
要
で
あ
る
。

1
1
震
災
救
援
所
運
営
連
絡
会
に
対
す
る

補
助
金

防
災
課

○
防
災
組
織
の
再
編
に
伴
い
、
1
7
年
度
か
ら
補
助
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。

○

１
７
年
度
は
１
２
千
円
の
助
成
金
で
活
動
を
始
め
た
が
、
各
震
災
救
援
所
か
ら
活
動
費
と
し
て
足
ら
な
い
と
の
要
望
に

よ
り
、
１
８
年
度
か
ら
２
４
千
円
に
増
額
し
た
。
首
都
直
下
地
震
の
可
能
性
が
高
ま
る
中
、
能
登
半
島
地
震
や
中
越
沖

地
震
の
発
生
な
ど
、
避
難
者
支
援
や
災
害
時
要
援
護
者
支
援
な
ど
運
営
連
絡
会
の
担
う
範
囲
が
広
が
っ
て
お
り
よ

り
充
実
が
必
要
。

1
2
杉
並
交
通
安
全
協
議
会
補
助
金

交
通
対
策
課

○
区
が
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
り
、
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
支
出
の
性
質
上
、
構
成
員
と
し
て
一
定
額
を
負

担
す
る
（
い
わ
ゆ
る
分
担
金
あ
る
い
は
負
担
金
）
方
が
、
適
切
と
考
え
る
。

○
1
8
年
度
か
ら
負
担
金
と
し
た
。

1
3
交
通
安
全
協
会
補
助
金

交
通
対
策
課

○

区
内
交
通
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
補
助
対
象
の
３
団
体
は
、
収
支
状

況
か
ら
み
て
、
団
体
の
収
入
に
占
め
る
自
主
財
源
の
割
合
が
高
く
、
か
つ
、
収
入
に
占
め
る
補
助
金
の
割
合
が
低
い

団
体
（
高
井
戸
）
や
、
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
高
い
団
体
（
荻
窪
・
杉
並
）
で
あ
り
、
そ
の
原
因
を
調
査

し
、
必
要
に
応
じ
て
削
減
等
適
切
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

○
平
成
1
7
年
度
ま
で
1
3
2
万
円
だ
っ
た
補
助
金
を
1
8
年
度
か
ら
1
2
5
万
円
に
縮
減
し
た
。
な
お
、
事
業
経
費
へ
の
充
当

内
容
に
不
明
瞭
な
面
も
あ
っ
た
た
め
、
使
途
等
の
経
理
内
容
を
明
確
化
す
る
よ
う
、
1
8
年
度
に
交
付
要
綱
の
改
正
を

行
っ
た
。

1
4
地
域
集
会
施
設
等
運
営
協
議
会
事
業
に

対
す
る
補
助
金

地
域
課

○
自
主
事
業
に
対
す
る
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
や
区
と
の
協
働
の
あ
り
方

な
ど
を
検
討
す
る
中
で
、
補
助
の
あ
り
方
も
検
討
さ
れ
た
い
。

○

指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
３
年
度
に
地
域
集
会
施
設
の
運
営
管
理
を
運
協
へ
の
委
託
か

ら
区
へ
の
直
営
方
式
に
変
更
す
る
際
に
併
せ
て
検
討
さ
れ
た
が
、
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
見
送
ら
れ
た
。
平
成
２
０

年
３
月
か
ら
７
運
協
と
区
で
「
地
域
集
会
施
設
等
運
営
協
議
会
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、
運
協
の
目
指
す

べ
き
役
割
、
事
業
、
組
織
、
予
算
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
お
り
、
同
年
１
１
月
に
最
終
報
告
書
が
ま
と

め
ら
れ
る
予
定
で
あ
り
、
役
割
実
現
の
た
め
他
地
域
活
動
団
体
と
の
協
働
事
業
に
対
す
る
補
助
枠
を
新
設
こ
と
、
ま

た
、
事
務
局
組
織
を
強
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
提
言
が
な
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

現
在
の
各
所
管
課
に
お
け
る
各
種
補
助
金
の
取
り
扱
い
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
2

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

1
5
町
会
・
自
治
会
専
用
掲
示
板
設
置
等

補
助
金

地
域
課

○
地
域
活
動
の
活
性
化
と
地
域
住
民
の
福
祉
増
進
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
毎
年
度
一
斉
申
請
と
随
時
申
請
を
受
け
付
け
て
い
る
が
、
一
斉
申
請
時
に
予
算
枠
に
達
し
て
し
ま
い
随
時
申
請
を

受
け
付
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
町
会
の
掲
示
板
の
老
朽
化
も
進
ん
で
お
り
、
申
請
が
増
え
て
い
く
こ
と
も

予
想
さ
れ
る
た
め
現
状
維
持
ま
た
は
増
額
を
検
討
し
て
い
る
。

1
6
N
P
O
活
動
資
金
補
助
金

地
域
課

○
N
P
O
活
動
を
支
援
し
、
地
域
の
協
働
を
積
極
的
に
進
め
る
た
め
に
補
助
の
必
要
は
理
解
で
き
る
。
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク

な
仕
組
み
で
あ
り
、
今
後
の
発
展
に
期
待
す
る
。

○

現
在
、
毎
年
登
録
団
体
も
増
え
、
補
助
金
交
付
の
申
し
込
み
も
増
え
て
い
る
が
、
ま
だ
、
日
本
に
は
寄
付
文
化
が

根
付
い
て
い
な
い
た
め
、
な
か
か
な
寄
付
が
増
え
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
現
在
、
N
P
O
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
「
N

P
O
支
援
基
金
普
及
活
動
委
員
会
」
を
設
置
し
、
募
金
助
成
の
効
果
的
な
P
R
や
経
常
的
に
寄
付
を
集
め
る
方
策
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

1
7
民
有
灯
助
成
金

杉
並
土
木
事
務
所

○
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
施
策
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
街
路
灯
は
、
交
通
安
全
・
防
犯
上
に
不
可
欠
な
設
備
で
あ
る
。
安
心
・
安
全
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
私
道
も
公
道
の

よ
う
に
明
る
く
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
区
の
管
理
権
の
な
い
、
私
道
で
は
、
地
域
の
自
治
会
（
町
会
等
）
の
所

有
の
街
路
灯
に
対
す
る
電
気
料
金
の
助
成
（
補
助
金
）
を
し
て
い
る
。

1
8
公
衆
浴
場
確
保
対
策
事
業
補
助
金

区
民
生
活
部
管
理
課

○

公
衆
浴
場
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
は
、
後
継
者
難
、
施
設
老
朽
化
等
の
問
題
が
あ
り
、
非
常
に
厳
し
い
。
公
衆
浴
場

に
対
す
る
一
定
の
ニ
ー
ズ
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
公
衆
浴
場
確
保
対
策
の
必
要
性
は

理
解
で
き
る
が
、
こ
の
補
助
金
が
公
衆
浴
場
の
確
保
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
他
の
施
策
と
の
関
連

も
含
め
て
、
今
後
の
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

○
1
9
年
度
末
を
も
っ
て
廃
止
。

1
9
風
呂
っ
と
杉
並
事
業
補
助
金

高
齢
者
施
策
課

○
実
績
の
減
少
に
よ
り
、
終
期
を
設
定
し
て
廃
止
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
平
成
1
9
年
度
末
　
廃
止

2
0
風
呂
っ
と
杉
並
事
業
補
助
金

高
齢
者
施
策
課

○
高
齢
社
会
を
迎
え
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
や
生
き
が
い
対
策
は
重
要
で
あ
る
。
公
衆
浴
場
を
そ
の
よ
う
な
活
動
の
拠

点
と
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
ゆ
う
ゆ
う
館
の
入
浴
サ
ー
ビ
ス
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
の
活
動
拠
点
の
１
つ
と
し
て
1
0
0
円
入
浴
と
セ
ッ

ト
に
よ
る
需
要
が
見
込
ま
れ
る
た
め
今
後
も
継
続
す
る
。

2
1
商
店
街
活
性
化
緊
急
対
策
事
業
補
助

金
産
業
経
済
課

○
1
6
～
1
8
年
度
の
３
年
間
の
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
と
し
、
1
8
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
1
6
～
1
8
年
度
の
３
年
間
の
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
で
あ
り
、
1
8
年
度
末
で
終
了
し
た
。

2
2
商
店
街
い
ら
っ
し
ゃ
い
マ
ッ
プ
事
業
補
助

金
産
業
経
済
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
マ
ッ
プ
が
ど
れ
だ
け
売
り
上
げ
増
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
。

○
商
店
街
の
売
上
増
を
数
値
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
商
店
街
を
転
入
者
に
Ｐ
Ｒ
し
た
り
新
規
店
舗
を
地
域
住

民
に
知
ら
せ
る
た
め
の
有
力
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
後
も
継
続
す
る
必
要
性
が
あ
る
も
の
と

考
え
る
。

2
3
経
営
改
善
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
派
遣
補

助
金

産
業
経
済
課

○
区
内
商
店
の
経
営
改
善
及
び
商
業
の
振
興
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
事
業
の
普
及

の
た
め
に
は
、
実
績
が
他
の
事
業
者
に
伝
わ
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

○
区
内
の
小
売
店
、
飲
食
店
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
に
対
し
て
、
周
知
し
て
き
た
が
、
本
人
負
担
の
割
合
が
多
く
、
申
請
も
無

い
た
め
、
平
成
1
9
年
度
末
で
廃
止
し
た
。
代
わ
り
に
、
事
業
所
向
け
専
門
家
派
遣
制
度
と
し
て
、
平
成
2
0
年
度
に
「
事

業
所
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
事
業
」
を
新
設
し
た
。

2
4
魅
力
あ
る
商
店
街
づ
く
り
事
業
費
補
助

金
（
施
設
整
備
事
業
）

産
業
経
済
課

○
商
店
会
が
自
ら
発
案
し
、
実
行
す
る
取
組
み
は
、
商
店
街
の
活
性
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
て
お

り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
商
店
街
活
性
化
事
業
の
基
幹
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
高
い
。
事
業
を
継
続
す
る
。

2
5
魅
力
あ
る
商
店
街
づ
く
り
事
業
費
補
助

金
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
事
業
）

産
業
経
済
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
ど
れ
だ
け
売
り
上
げ
増
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
。

○
商
店
街
の
売
上
増
を
数
値
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
商
店
街
や
新
規
店
舗
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
の
有
力
な
手
段

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
後
も
継
続
す
る
必
要
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

2
6
元
気
を
出
せ
商
店
街
事
業
補
助
金

（
イ
ベ
ン
ト
事
業
）

産
業
経
済
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
効
果
を
検
証
し
、
内
容
や
方
法
を
工
夫
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
区
内
の
商
店
会
が
一
番
多
く
利
用
し
て
い
る
補
助
金
で
、
そ
の
数
も
年
々
増
加
し
て
い
る
。
商
店
会
の
活
性
化
の
た

め
の
取
り
組
み
と
し
て
今
後
も
継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
年
度
は
、
活
性
化
の
効
果
を
よ
り
一
層
高
め
る
た

め
、
補
助
対
象
経
費
の
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

2
7
千
客
万
来
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
商
店
街
事
業

補
助
金

産
業
経
済
課

○
商
店
街
活
性
化
事
業
の
基
幹
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
平
成
1
8
年
度
よ
り
「
新
･千
客
万
来
･ア
ク
テ
ィ
ブ
商
店
街
事
業
」
に
名
称
変
更
し
、
補
助
金
交
付
要
綱
の
細
部
の
見

直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
商
店
会
か
ら
の
要
望
も
多
く
、
今
後
も
さ
ら
に
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
事
業
と
な
る
よ
う
検

討
を
重
ね
つ
つ
、
継
続
し
て
し
て
実
施
す
べ
き
と
考
え
る
。

2
8
商
店
街
地
域
経
済
交
流
事
業
費
補
助

金
産
業
経
済
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
が
、
他
に
類
似
事
業
も
あ
り
、
内
容
や
方
法
に
つ
い
て
は
整
理
、
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

○
地
域
交
流
の
取
り
組
み
は
継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ベ
ン
ト
事
業
と
の
類
似
性
は
否
め
な
い
た
め
、

実
施
方
法
な
ど
を
検
討
し
て
い
く
。

2
9
商
店
街
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金

産
業
経
済
課

○
1
6
～
1
9
年
度
の
４
年
間
の
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
と
し
て
、
1
9
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
地
域
の
治
安
に
対
す
る
不
安
感
か
ら
、
商
店
会
か
ら
の
要
望
も
多
く
、
警
察
か
ら
も
継
続
し
て
ほ
し
い
と
言
う
要
望
の

あ
る
補
助
金
で
あ
る
。
当
初
は
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
で
あ
っ
た
が
、
2
0
年
度
以
降
も
継
続
し
て
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
平
成
1
9
年
度
よ
り
電
気
料
や
保
守
委
託
契
約
に
対
す
る
補
助
も
開
始
し
た
。

3
0
商
店
街
組
合
等
補
助
金

産
業
経
済
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
補
助
の
長
期
化
で
目
的
が
希
薄
化
し
て
い
る
面
も
否
め
ず
、
商
店

街
の
法
人
化
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
補
助
金
の
再
構
築
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
振
興
組
合
と
し
て
法
人
会
計
の
処
理
な
ど
の
運
営
負
担
も
あ
り
、
補
助
金
の
必
要
性
は
引
き
続
き
高
い
。

事
業
を
継
続
す
る
。

3
1
杉
並
産
業
協
会
補
助
金

産
業
経
済
課

○
当
該
協
会
は
、
収
支
状
況
か
ら
み
て
、
収
入
に
占
め
る
自
主
財
源
の
割
合
が
高
く
、
補
助
金
の
割
合
は
低
い
こ
と
か

ら
、
自
立
的
運
営
が
可
能
で
あ
り
、
終
期
を
設
定
し
て
廃
止
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
る
。
な
お
、
よ
り
一
層
効
果
的
な

産
業
振
興
策
を
検
討
さ
れ
た
い
。

○
平
成
1
8
年
度
末
で
こ
れ
ま
で
の
団
体
に
対
す
る
補
助
は
終
了
し
た
。

新
た
に
、
補
助
の
目
的
を
明
確
化
し
、
平
成
1
9
年
度
か
ら
情
報
化
推
進
事
業
へ
の
補
助
を
開
始
し
た
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
3

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

3
2
商
店
街
装
飾
灯
美
化
費
助
成

産
業
経
済
課

○
交
通
の
安
全
及
び
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
の
整
備
、
商
店
街
の
活
性
化
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は

理
解
で
き
る
。

○
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
が
従
来
以
上
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
高
い
。

3
3
商
店
街
装
飾
灯
電
気
料
助
成

産
業
経
済
課

○
交
通
の
安
全
及
び
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
の
整
備
、
商
店
街
の
活
性
化
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は

理
解
で
き
る
。

○
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
が
従
来
以
上
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
高
い
。

3
4
商
店
街
装
飾
灯
修
繕
費
助
成

産
業
経
済
課

○
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
及
び
商
店
街
振
興
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
が
従
来
以
上
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
高
い
。

3
5
商
店
街
装
飾
灯
設
置
工
事
費
等
助
成

産
業
経
済
課

○
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
及
び
商
店
街
振
興
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
装
飾
灯
は
、
安
心
・
安
全
の
街
づ
く
り
や
美
観
を
向
上
さ
せ
る
効
果
が
あ
り
、
商
店
街
か
ら
の
要
望
も
多
い
た
め
、
引

き
続
き
補
助
を
実
施
す
る
。

3
6
観
光
事
業
補
助
金

産
業
経
済
課

○
観
光
事
業
に
対
す
る
安
全
確
保
対
策
と
し
て
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
年
々
観
客
数
は
増
加
し
て
お
り
（
昨
年
は
七
夕
、
阿
波
お
ど
り
合
わ
せ
て
1
8
0
万
人
）
安
全
確
保
対
策
は
重
要
で
あ

る
。
今
後
も
観
客
数
の
増
加
に
伴
い
、
安
全
対
策
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

3
7
企
業
的
農
業
経
営
集
団
活
動
事
業
費

補
助
金

産
業
経
済
課

○
農
地
の
減
少
を
抑
制
し
、
み
ど
り
の
保
全
を
図
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
補
助
金
で
あ
り
、
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
都
市
部
で
の
農
業
継
続
に
は
様
々
な
困
難
が
あ
る
中
で
、
生
産
性
の
高
い
農
業
経
営
を
目
指
す
本
補
助
金
は
、
有

効
に
機
能
し
て
い
る
。

3
8
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
補
助
金

納
税
課

○
補
助
開
始
以
来
３
５
年
経
過
し
、
補
助
が
長
期
化
し
て
い
る
。
補
助
開
始
当
初
の
意
義
は
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
新
た
に
取
り
組
ん
で
い
る
口
座
振
替
利
用
者
の
拡
大
に
つ
い
て
も
十
分
な
成
果
が
上
が
っ
て
い
な
い
た
め
、

補
助
を
廃
止
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
補
助
金
適
正
化
審
査
会
の
提
言
に
基
づ
き
、
1
8
年
度
末
を
も
っ
て
補
助
金
を
廃
止
し
た
。
。

3
9
商
店
街
カ
ラ
ー
舗
装
補
助
金

建
設
課

○
商
店
街
の
振
興
、
都
市
の
美
観
や
区
民
の
快
適
性
の
確
保
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○

商
店
街
カ
ラ
ー
舗
装
化
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
安
全
で
快
適
に
買
い
物
が
で
き
る
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
魅
力
あ
る
商
店
街
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
貢
献
で
き
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
地
元
商
店
街
か
ら
も
、
歩

行
者
の
安
全
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
交
流
の
場
と
し
て
の
ま
ち
の
魅
力
が
格
段
に
ア
ッ
プ
し
た
等
の
意
見
を

い
た
だ
き
、
当
該
補
助
金
が
商
店
街
に
お
い
て
効
果
的
に
活
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

4
0
社
会
福
祉
協
議
会
運
営
費
補
助
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
現
在
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
今
後
の
事
業
や
組
織
の
あ
り

方
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
補
助
の
あ
り
方
の
見
直
し
を
図
ら
れ
た
い
。

○

社
協
の
経
営
改
革
検
討
委
員
会
報
告
の
具
体
化
に
向
け
た
検
討
が
進
む
な
か
、
平
成
2
0
年
度
は
個
別
外
部
監
査

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
区
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
社
協
の
適
正
な
運
営
に
関
与
し
な
が
ら
取
り
組
み
を
進
め
て

い
く
。

ま
た
、
事
業
の
協
働
化
推
進
や
新
た
な
課
題
へ
の
取
り
組
み
な
ど
、
地
域
福
祉
充
実
に
お
け
る
社
協
の
役
割
は
ま

す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
社
協
は
そ
の
性
格
上
、
補
助
金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
補

助
金
の
縮
減
は
容
易
で
は
な
い
が
、
補
助
金
適
正
化
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
そ
の
あ
り
方
を
検
証
し
て
い
く
。

4
1
福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
費

等
補
助
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課
○

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
現
在
は
事
業
の
再
編
整
理
を
行
い
、
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
は
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
が
、
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト
事

業
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉
協
議
会
が
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
成
年
後
見
に
つ
い
て
は
セ
ン
タ
ー
へ
の
負
担
金

に
変
更
し
、
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉
協
議
会
補
助
金
と
し
て
助
成
し
て
い
る
。

4
2
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
推
進
セ
ン

タ
ー
補
助
金
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援

事
業
補
助
金
）

地
域
課

○
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
に
合
わ
せ
て
、
委
託
金
化
す
る
方
向
は
、
妥
当
と
考
え
る
。

○

平
成
１
８
年
度
に
「
す
ぎ
な
み
N
P
O
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
「
杉
並
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
」
に
分
離
し
、

「
N
P
O
」
に
つ
い
て
は
,N
P
O
支
援
機
構
す
ぎ
な
み
に
業
務
委
託
し
、
運
営
の
自
律
化
・
弾
力
化
を
図
っ
た
。
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
一
機
能
と
位
置
づ
け
、
事
業
補
助
を
行
っ
て
い
る

が
、
現
在
、
「
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
併
せ
て
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
対

す
る
他
の
助
成
と
の
一
本
化
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
。

4
3
高
齢
者
入
居
支
援
制
度
補
助
金

住
宅
課

○
実
績
は
な
い
が
、
高
齢
者
の
住
宅
確
保
は
重
要
は
施
策
で
あ
り
、
今
後
、
独
居
高
齢
者
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
利
用
実
績
も
あ
り
、
事
業
の
重
要
性
か
ら
継
続
す
る
。

4
4
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
営

事
業
補
助
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課

○
終
期
を
設
定
し
、
そ
の
期
間
に
収
益
性
を
高
め
る
工
夫
を
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
区
の
公
式
バ
リ
ア
フ
リ
ー
マ
ッ
プ
と
し

て
継
続
的
な
運
営
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
協
働
の
方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
平
成
１
9
年
度
末
廃
止
。
杉
並
区
に
限
定
し
た
区
内
の
全
般
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
を
提
供
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

は
、
「
い
っ
て
き
ま
っ
ぷ
」
以
外
な
く
、
2
0
年
6
月
に
開
始
し
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
協
力
店
普
及
啓
発
事
業
の
一
環
と
し
て
、

区
立
施
設
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
の
更
新
と
サ
イ
ト
の
維
持
管
理
業
務
を
委
託
化
し
た
。

4
5
地
域
福
祉
活
動
立
上
げ
支
援
事
業

補
助
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課

○
期
間
を
限
定
し
て
、
団
体
の
自
主
性
・
自
立
性
を
尊
重
す
る
形
で
支
援
す
る
の
は
補
助
金
の
あ
り
方
と
し
て
妥
当
で

あ
る
。
１
８
年
度
の
終
期
に
向
け
て
こ
れ
ま
で
の
評
価
・
検
証
を
行
い
、
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

○

　
平
成
１
８
年
度
の
事
業
終
期
に
向
け
て
、
1
7
年
度
は
新
規
事
業
へ
の
助
成
を
中
止
し
て
い
た
が
、
本
補
助
金
に
対

す
る
需
要
の
高
さ
か
ら
、
平
成
１
７
年
度
に
検
討
し
、
3
年
を
期
限
と
す
る
第
二
次
立
上
げ
補
助
事
業
を
1
8
年
度
再
開

し
た
。
2
0
年
度
は
最
終
年
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
区
と
の
協
働
等
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
地
域
課
、
地
域
大
学
、
福

祉
関
係
課
と
協
議
し
、
事
業
継
続
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

4
6
友
愛
の
灯
協
会
補
助
金

（
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ブ
運
行
補
助
）

 
保
健
福
祉
部
管
理
課

○
国
土
交
通
省
通
知
に
基
づ
き
、
事
業
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
旦
、
補
助
を
廃
止
す
る
こ
と
は
妥
当

で
あ
る
。

○
平
成
１
８
年
度
末
廃
止
。
平
成
１
８
年
度
に
他
の
福
祉
有
償
運
送
団
体
に
も
補
助
を
行
う
た
め
に
、
新
た
に
「
杉
並
区

福
祉
有
償
運
送
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
制
定
し
た
。

4
7
地
域
福
祉
活
動
推
進
事
業
補
助
金

介
護
予
防
課

○
1
8
年
度
ま
で
は
都
の
補
助
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
補
助
を
継
続
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
1
9
年
度
以
降
は
、
都
補
助
の

終
了
や
介
護
保
険
制
度
の
動
向
を
踏
ま
え
、
改
め
て
、
支
援
の
有
無
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○

「
杉
並
・
老
後
を
良
く
す
る
会
」
に
つ
い
て
は
１
７
年
度
末
で
廃
止

「
社
団
法
人
友
愛
の
灯
協
会
」
に
つ
い
て
は
、
１
８
年
度
以
降
も
定
額
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
の
理
由
よ
り
、
今

後
も
補
助
金
の
交
付
は
必
要
で
あ
る
。

①
介
護
保
険
対
象
以
外
の
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、
一
般
的
な
家
政
婦
紹
介
所
を
利
用
す
る
と
相

当
な
高
額
負
担
と
な
る
た
め
「
友
愛
の
灯
協
会
」
の
よ
う
な
住
民
参
加
型
団
体
の
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
は
、
需
要
の

増
加
と
と
も
に
、
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
低
所
得
世
帯
に
安
定
し
た
暮
ら
し
を
提
供
で
き
る
。
あ
わ
せ
て
、

地
域
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
た
め
区
と
し
て
支
援
す
る
必
要
性
は
大
で
あ
る
。

②
東
京
都
も
引
き
続
き
補
助
金
対
象
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

③
「
友
愛
の
灯
協
会
」
の
実
績
も
伸
び
て
お
り
、
大
い
に
評
価
が
で
き
る
。

4
8
保
護
司
会
助
成
金

児
童
青
少
年
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
補
助
対
象
経
費
と
し
て
、
例
え
ば
、
慶
弔
費
に
ま
で
補
助
金
を
充
て
る

べ
き
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
経
費
は
会
費
等
か
ら
支
出
す
べ
き
で
あ
る
。

○
助
成
対
象
経
費
は
、
保
護
司
会
が
行
う
更
正
保
護
活
動
、
調
査
研
究
、
広
報
活
動
等
に
要
す
る
経
費
と
さ
れ
て
お

り
、
概
ね
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
事
業
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
慶
弔
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
０
年
度
よ

り
事
業
費
と
は
分
け
て
計
上
し
て
い
る
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
4

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

4
9
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
助
成
金

 
保
健
福
祉
部
管
理
課
○

当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
収
支
状
況
か
ら
み
て
繰
越
金
額
が
多
い
の
で
、
実
態
を
調
査
さ
れ

た
い
。

○

地
域
住
民
の
福
祉
相
談
に
応
じ
る
各
委
員
の
民
生
委
員
児
童
委
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
、
民
生
委
員
児
童
委

員
協
議
会
の
自
主
研
修
や
講
演
会
の
開
催
等
に
係
る
経
費
を
助
成
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
修
・
講

習
会
等
の
経
費
は
民
生
委
員
の
3
年
ご
と
の
改
選
期
に
合
わ
せ
て
通
常
年
の
8
倍
か
ら
1
0
倍
を
要
す
る
た
め
改
選

年
度
に
備
え
て
繰
越
し
て
い
る
。

5
0
心
身
障
害
者
自
立
宿
泊
訓
練
事
業

補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
障
害
者
の
自
立
支
援
は
障
害
者
施
策
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
都
の
補
助
も
あ
り
、
自
立
し
た
運
営
も
困
難
な
こ
と

か
ら
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
自
立
生
活
の
体
験
や
訓
練
を
行
え
る
事
業
と
し
て
有
効
な
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
継
続
し
て
い
く
。
た
だ
し
、

年
間
5
0
名
程
度
の
利
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
用
の
拡
大
に
む
け
、
事
業
者
と
検
討
し
て
い
く
。

5
1
障
害
者
団
体
連
合
会
・
心
身
障
害
者

団
体
運
営
費
補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
個
別
団
体
に
対
す
る
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
連
合
会
に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
繰
越
金
の
割
合

が
比
較
的
高
く
、
ま
た
、
繰
越
金
額
も
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
削
減
等
の
措
置
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

○
障
害
者
団
体
連
合
会
に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
９
年
度
に
廃
止
し
た
。
引
き
続
き
、
個
別
団
体
に
対
す

る
補
助
が
必
要
で
あ
る
。

5
2
知
的
障
害
者
生
活
ホ
ー
ム
運
営
費

補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
障
害
者
の
自
立
生
活
支
援
の
た
め
重
要
な
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、

1
8
年
度
以
降
、
施
設
借
上
げ
費
と
入
居
者
家
賃
と
の
差
額
を
定
額
補
助
と
す
る
こ
と
と
し
、
補
助
を
削
減
す
る
方
向

は
妥
当
と
考
え
る
。

○
平
成
1
7
年
度
時
点
で
計
画
し
た
金
額
ま
で
事
業
の
縮
小
を
行
っ
た
。
今
後
は
さ
ら
に
削
減
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
運
営
法
人
側
と
調
整
を
行
っ
て
い
く
。

5
3
精
神
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
費

補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
支
援
費
制
度
の
動
向
、
自
立
支
援
法
の
成
立
等
と
も
関
わ
る
が
、
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
精
神
障
害
者
が
自
立
支
援
法
の
居
宅
介
護
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
1
7

年
度
を
も
っ
て
事
業
を
廃
止
し
た
。

5
4
心
身
障
害
者
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業

運
営
費
補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
1
6
年
度
に
定
額
補
助
方
式
を
実
績
重
視
の
補
助
方
式
に
変
更
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
の
重
要

性
や
支
援
費
基
準
で
の
運
営
の
困
難
性
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
区
内
の
ｼ
ｮｰ
ﾄス
テ
イ
事
業
所
を
確
保
す
る
上
で
今
後
も
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
補
助
金
の
対
象
と
な
っ
て
い

な
い
事
業
者
を
併
せ
、
今
後
の
支
給
方
法
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
5
障
害
者
福
祉
会
館
運
営
協
議
会
補
助

金
障
害
者
生
活
支
援
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
収
支
状
況
か
ら
み
て
、
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
比
較

的
高
く
、
ま
た
、
補
助
金
額
も
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
削
減
等
の
措
置
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

○
会
館
の
決
算
報
告
か
ら
、
補
助
金
相
当
以
上
の
支
出
は
あ
る
も
の
の
、
寄
付
金
や
自
動
販
売
機
の
手
数
料
等
に
よ

り
毎
年
繰
越
金
が
増
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
記
念
事
業
等
の
基
金
的
な
要
素
の
強
い
繰
越
金
で
あ
る
た
め
、
会
計

方
法
の
変
更
を
含
め
是
正
し
た
。

5
6
障
害
者
ま
ち
な
か
生
活
支
援
事
業
実
施

施
設
補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
1
7
年
度
の
新
規
事
業
で
あ
り
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。

○
平
成
1
7
年
度
か
ら
4
年
間
を
限
定
と
し
て
開
始
し
た
事
業
で
あ
り
、
今
年
度
は
事
業
の
最
終
年
に
あ
た
る
。
事
業
を
廃

止
す
る
方
向
で
検
討
す
る
。

5
7
精
神
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業

運
営
費
補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
国
、
都
の
補
助
事
業
で
あ
り
、
ま
た
、
精
神
障
害
者
が
自
立
し
て
生
活
す
る
う
え
で
重
要
な
事
業
で
あ
る
。
補
助
の
必

要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
平
成
1
8
年
度
の
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
に
伴
い
、
平
成
１
9
年
度
は
自
立
支
援
給
付
費
に
上
乗
せ
す
る
形
で
区

外
も
含
め
8
箇
所
の
通
過
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
運
営
費
補
助
金
を
支
給
し
て
い
る
。
都
の
制
度
で
あ
り
、
精
神
科

病
院
か
ら
の
地
域
移
行
を
促
進
し
て
い
く
う
え
で
も
重
要
な
事
業
で
あ
る
た
め
、
補
助
は
必
要
で
あ
る
。

5
8
心
身
障
害
者
通
所
訓
練
・
授
産
事
業
等

運
営
費
補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
知
的
障
害
者
（
児
）
の
自
立
促
進
に
必
要
な
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
心
身
障
害
者
（
児
）
の
放
課
後
対
策
、
集
団
活
動
訓
練
と
し
て
有
効
な
事
業
で
あ
る
。
今
後
も
補
助
を
継
続
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

5
9
心
身
障
害
者
通
所
訓
練
・
授
産
事
業
等

運
営
費
補
助
金

障
害
者
生
活
支
援
課
○

当
面
、
補
助
の
必
要
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
比
較
的
高
い
団
体
も
見
受
け
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
実
態
を
調
査
さ
れ
た
い
。

○
障
害
者
の
社
会
的
自
立
に
必
要
な
訓
練
や
授
産
指
導
を
行
う
小
規
模
作
業
所
に
対
し
て
、
補
助
金
に
よ
る
支
援
が

当
面
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
の
団
体
に
お
い
て
繰
越
金
額
が
多
か
っ
た
た
め
補
助
金
の
支
出
方
法
を
改
め
た
。
自

立
支
援
法
で
規
定
す
る
事
業
へ
の
移
行
を
全
て
の
団
体
に
勧
奨
し
て
い
る
所
で
あ
る
。

6
0
精
神
障
害
者
共
同
作
業
所
通
所
訓
練

事
業
運
営
費
等
補
助
金

障
害
者
生
活
支
援
課
○

精
神
障
害
者
の
自
立
促
進
に
必
要
な
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
に
向
け
て
作
業
訓
練
等
の
活
動
を
し
て
い
る
共
同
作
業
所
に
対
し
て
、
補
助
金
に
よ
る

支
援
が
必
要
で
あ
り
、
当
面
継
続
す
る
が
、
自
立
支
援
法
で
規
定
す
る
事
業
へ
の
移
行
を
勧
奨
し
て
い
る
所
で
あ

る
。

6
1
重
度
身
体
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

運
営
費
補
助
金

障
害
者
施
策
課

○
1
7
年
度
の
新
規
事
業
で
あ
り
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。

○
重
度
身
体
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
、
区
内
唯
一
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
の
運
営
を
存
続
さ
せ
る
た
め

に
は
運
営
費
補
助
が
欠
か
せ
な
い
。
今
後
も
事
業
を
継
続
し
つ
つ
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
運
営
方
法
や
内
容
に
つ

い
て
、
運
営
法
人
側
と
調
整
を
行
っ
て
い
く
。

6
2
経
営
支
援
制
度
補
助
金

高
齢
者
施
策
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
都
の
動
向
を
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
東
京
都
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
経
営
支
援
補
助
金
が
終
了
す
る
ま
で
間
は
継
続
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
全
般
の
維

持
管
理
に
お
い
て
一
部
区
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
扱
い
方
等
に
つ
い
て
、
他
の
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
運
営
法
人
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

6
3
地
域
さ
さ
え
愛
グ
ル
ー
プ
支
援
事
業

補
助
金

介
護
予
防
課

○
介
護
予
防
、
生
き
が
い
と
社
会
参
加
の
促
進
に
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
超
高
齢
社
会
に
対
す
る
介
護
予
防
の
必
要
性
は
大
き
い
。
さ
さ
え
愛
グ
ル
ー
プ
は
高
齢
者
自
身
の
介
護
予
防
活
動

で
あ
り
、
介
護
予
防
事
業
の
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
も
重
要
で
、
補
助
金
の
交
付
を
継
続
す
る
。

6
4
い
き
い
き
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
い
き
い
き
ク
ラ

ブ
運
営
費
補
助
金

高
齢
者
施
策
課

○

補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
い
き
い
き
ク
ラ
ブ
が
団
塊
の
世
代
の
受
け
皿
に
な
り
得
る
か
と
い
う
観
点
か

ら
、
補
助
制
度
の
中
に
、
新
し
い
受
け
皿
に
な
る
よ
う
な
方
向
に
誘
導
し
て
い
け
る
よ
う
な
仕
組
み
を
組
み
込
ん
で
い

け
る
か
、
と
い
う
課
題
も
検
討
に
値
す
る
。
な
お
、
大
会
商
品
費
ま
で
補
助
対
象
経
費
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
参
加
者

か
ら
の
負
担
を
含
め
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

○
・
そ
れ
ま
で
、
各
ク
ラ
ブ
に
定
額
で
補
助
し
て
い
た
定
例
活
動
費
の
一
部
を
、
各
ク
ラ
ブ
会
員
数
割
り
と
し
た
こ
と
に
よ

り
、
団
塊
世
代
な
ど
を
誘
導
す
る
た
め
の
「
特
別
活
動
費
」
補
助
を
設
け
た
。

・
大
会
な
ど
の
開
催
に
関
し
て
は
、
各
ク
ラ
ブ
・
連
合
会
で
現
在
は
参
加
者
よ
り
会
費
を
徴
収
し
て
い
る
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
5

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

6
5
ナ
イ
ト
デ
イ
（
介
護
保
険
外
宿
泊
サ
ー
ビ

ス
）
運
営
費
補
助
金

高
齢
者
施
策
課

○
1
7
年
度
の
新
規
事
業
。
但
し
、
介
護
保
険
制
度
の
推
移
を
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
平
成
１
８
年
４
月
か
ら
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
事
業
へ
円
滑
に
移
行
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
ナ
イ
ト
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
実
施
す
る
区
内
の
通
所
介
護
事
業
者
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
の
助
成
を
予
定
し
て

い
た
が
、
事
業
実
施
に
至
ら
な
か
っ
た
。

6
6
母
子
寡
婦
福
祉
団
体
連
合
会
補
助
金

子
育
て
支
援
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
収
支
状
況
か
ら
み
て
、
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
高
い
た
め
、

実
態
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
削
減
等
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

○
３
年
前
に
審
査
会
の
提
言
に
基
づ
き
補
助
金
の
見
直
し
を
行
い
、
縮
減
を
行
っ
た
。

6
7
青
少
年
育
成
委
員
会
補
助
金

児
童
青
少
年
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
事
業
内
容
に
よ
っ
て
は
、
受
益
者
負
担
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

○
青
少
年
育
成
委
員
会
は
、
自
主
的
団
体
で
あ
り
、
１
７
団
体
ご
と
に
事
業
や
そ
の
実
施
方
法
の
状
況
が
こ
と
な
る
。
各

事
業
の
参
加
費
(受
益
者
負
担
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
全
育
成
委
員
会
が
徴
収
し
て
い
る
。

6
8
母
親
ク
ラ
ブ
連
絡
会
、
母
親
ク
ラ
ブ
活
動

費
補
助
金

児
童
青
少
年
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
今
後
、
実
際
に
子
育
て
に
資
す
る
支
援
と
な
る
方
向
で
補
助
金
の

活
用
を
検
討
さ
れ
た
い
。

○

そ
れ
ぞ
れ
の
母
親
ク
ラ
ブ
で
会
費
を
徴
収
し
、
児
童
館
に
お
け
る
活
動
や
、
独
自
の
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
を
展

開
し
て
い
る
。
補
助
金
は
子
育
て
支
援
の
講
演
会
や
、
人
形
劇
な
ど
の
公
演
に
使
わ
れ
て
お
り
、
、
若
い
世
代
の
母

親
か
ら
期
待
と
信
頼
を
得
て
い
る
。
各
母
親
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
児
童
館
に
留
ま
ら
ず
、
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、

高
齢
者
施
設
、
障
害
者
施
設
に
広
が
り
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
支
え
る
地
域
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
に
貢

献
し
て
い
る
。
ま
た
、
母
親
ク
ラ
ブ
連
絡
会
は
全
区
的
な
行
事
で
あ
る
子
育
て
メ
ッ
セ
に
お
い
て
実
行
委
員
と
し
て
新

規
応
援
券
事
業
者
等
他
団
体
を
牽
引
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

6
9
民
営
保
育
園
園
庭
緑
化
補
助
金

保
育
課

○
区
立
保
育
園
の
園
庭
整
備
に
あ
わ
せ
て
民
営
保
育
園
の
緑
化
の
促
進
を
図
る
た
め
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き

る
。
希
望
園
の
緑
化
が
完
了
す
る
予
定
の
平
成
２
１
年
度
末
で
終
了
す
る
方
向
性
は
妥
当
で
あ
る
。

○
２
０
～
２
２
年
度
実
施
計
画
の
と
お
り
、
年
１
園
ず
つ
整
備
で
緑
化
完
了
し
、
終
了
予
定
。

7
0
認
証
保
育
所
運
営
費
等
補
助
金

保
育
課

○
待
機
児
解
消
に
向
け
重
要
な
役
割
を
持
つ
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
待
機
児
童
の
解
消
の
た
め
、
平
成
1
9
年
度
末
ま
で
に
計
1
1
所
開
所
し
、
２
０
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
拡
充
予
定
。

7
1
認
証
保
育
園
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金
保
育
課

○
新
規
Ａ
型
施
設
に
つ
い
て
は
、
開
設
経
費
に
取
り
込
む
こ
と
を
条
件
に
補
助
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
一

方
、
Ｂ
型
施
設
に
つ
い
て
は
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
は
開
設
準
備
経
費
に
含
め
る
こ
と
と
し
、
各
事
業
者
が
設
置
を
行
っ
て
い
る
。

7
2
民
間
学
童
ク
ラ
ブ
運
営
費
助
成

児
童
青
少
年
課

○
1
7
年
度
の
新
規
事
業
で
あ
り
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。

○
助
成
す
る
民
間
学
童
ク
ラ
ブ
は
平
成
1
8
年
度
が
1
所
、
1
9
年
度
が
2
所
と
な
っ
て
お
り
、
学
童
ク
ラ
ブ
入
会
希
望
者
が

増
加
す
る
中
、
民
間
の
受
け
入
れ
先
を
確
保
す
る
た
め
に
も
助
成
金
が
必
要
で
あ
る
。

7
3
地
域
医
療
連
携
推
進
委
員
会
運
営
費

補
助
金

地
域
保
健
課

○

補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
補
助
対
象
経
費
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
、
例
え
ば
、
交
通
費
な
ど

区
民
理
解
の
得
ら
れ
る
よ
う
縮
減
を
図
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
本
委
員
会
は
医
師
会
の
内
部
組
織
で
あ
り
、
医
師
会
の

一
般
会
計
と
区
補
助
金
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
事
業
の
収
支
状
況
を
分
析
し
な
が
ら
、
運
営
の
自
主
性

を
尊
重
す
る
方
向
で
検
討
さ
れ
た
い
。

○

１
７
年
度
に
補
助
金
適
正
化
審
議
会
の
提
言
を
受
け
、
医
師
会
と
協
議
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
費
用
弁
償
を
除
い
た

額
を
補
助
す
る
こ
と
と
し
、
1
8
年
度
か
ら
運
営
費
部
分
の
み
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
医
療
機
関
の
連
携
が
強
化
さ

れ
れ
ば
、
区
民
は
医
療
機
関
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
た
診
療
や
連
携
に
よ
り
、
質
の
高
い
医
療
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
う
し
た
支
援
を
継
続
す
べ
き
と
考
え
る
。
一
方
で
、
各
団
体
の
事
業
内
容
の
検
証
・
見
直

し
を
継
続
し
、
補
助
金
額
の
削
減
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
。

7
4
健
康
保
持
事
業
補
助
金

地
域
保
健
課

○
区
民
の
保
健
衛
生
思
想
の
普
及
や
安
全
・
安
心
へ
の
貢
献
は
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
今
後
、
本
事
業
と
各
団
体
の
収

支
状
況
と
の
関
係
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
、
事
業
内
容
に
即
し
て
一
層
の
適
正
化
を
図
ら
れ
た
い
。

○

成
人
病
予
防
等
に
対
す
る
区
民
の
意
識
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
同
会
が
主
催
す
る
行
事
な
ど
に
積
極
的
な
参
加

が
見
ら
れ
る
な
ど
、
健
康
志
向
は
区
民
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
事
業
に
対
す
る
補
助
を
引
続
き

行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
、
各
団
体
の
事
業
内
容
の
検
証
・
見
直
し
を
継
続
し
、
補
助
金
額
の
削
減
の
可
能

性
を
模
索
し
て
い
く
。

7
5
在
宅
医
療
廃
棄
物
適
正
処
理
補
助
金

清
掃
管
理
課

○
１
７
年
度
に
補
助
を
開
始
し
た
事
業
で
あ
り
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。
な
お
、
法
整
備
に
向
け
た
動
向
に
は
注
視
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
慢
性
疾
患
患
者
や
在
宅
医
療
患
者
の
増
加
に
伴
い
、
注
射
針
を
排
出
す
る
方
が
増
加
し
て
い
る
。
針
刺
し
事
故
防

止
の
観
点
か
ら
も
、
今
後
は
よ
り
一
層
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

7
6
医
療
技
術
研
修
補
助
金

地
域
保
健
課

○
区
民
の
健
康
保
持
に
一
定
の
貢
献
は
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
今
後
、
本
事
業
と
各
団
体
の
収
支
状
況
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
検
討
さ
れ
、
事
業
内
容
に
即
し
て
一
層
の
適
正
化
を
図
ら
れ
た
い
。

○
歯
科
技
工
士
や
接
骨
師
の
資
質
向
上
を
図
る
こ
と
は
、
間
接
的
に
区
民
の
健
康
保
持
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
た
め
、
こ
う
し
た
事
業
に
対
す
る
補
助
を
引
続
き
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
、
各
団
体
の
事
業
内
容
の
検

証
・
見
直
し
を
継
続
し
、
補
助
金
額
の
削
減
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
。

7
7
健
康
づ
く
り
地
区
会
補
助
金

健
康
推
進
課

○
区
民
が
、
地
域
ぐ
る
み
で
取
り
組
む
健
康
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
今
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
特
定
健
診
・
保
健
指
導
等
、
新
し
い
健
康
づ
く
り
環
境
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
（
新
）

健
康
づ
く
り
推
進
員
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
る
。
検
討
の
方
向
は
、
補
助
金
制
度
を
廃
止
（
2
1
年
3
月
末
）
し
、
新
し

い
健
康
づ
く
り
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
を
平
成
２
１
年
度
に
発
足
の
予
定
で
あ
る
。

7
8
ま
ち
づ
く
り
助
成
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
機
運
を
醸
成
し
、
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
し
て
お
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き

る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
得
ら
れ
た
の
か
、
公
表
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
実
績
　
1
8
・
1
9
年
度
各
7
団
体
　
対
応
　
活
動
助
成
報
告
会
開
催
お
よ
び
区
役
所
ロ
ビ
ー
展
示
で
公
表
し
て
い
る
。
ま

た
、
活
動
記
録
報
告
書
を
窓
口
で
希
望
者
に
配
布
。
各
図
書
館
で
も
閲
覧
可
能
と
し
た
。

7
9
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
運
営
費
補
助
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
区
民
参
画
に
よ
る
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
効
果
的
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
実
績
　
1
8
・
1
9
年
度
各
2
団
体
　
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
知
識
の
普
及
及
び
情
報
の
提
供
を
し
て
、
区

民
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
る
。
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団
体
に
対
す
る
補
助
金
6

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応
等

8
0
高
齢
者
ア
パ
ー
ト
あ
っ
せ
ん
事
務
費
補

助
金

住
宅
課

○
本
事
業
に
関
し
、
当
該
法
人
の
役
割
は
、
区
が
行
う
業
務
の
一
部
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
委
託
金
化
を

検
討
さ
れ
た
い
。

○
１
８
年
度
委
託
金
化
を
行
な
っ
た
。

8
1
南
北
バ
ス
運
行
経
費
補
助
金

交
通
対
策
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
今
後
、
路
線
ご
と
に
経
営
状
態
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
２
路
線
を
ま
と

め
て
１
事
業
と
し
て
捉
え
る
内
部
扶
助
（
プ
ー
ル
化
）
と
い
う
考
え
方
も
含
め
て
見
直
し
て
い
く
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。

○

現
在
、
け
や
き
路
線
・
さ
く
ら
路
線
と
も
京
王
バ
ス
東
㈱
が
運
行
事
業
を
受
託
し
て
い
る
が
、
け
や
き
路
線
は
１
５
年
度

か
ら
収
支
が
黒
字
に
な
っ
て
お
り
、
プ
ー
ル
化
を
図
る
と
、
け
や
き
路
線
に
お
け
る
営
業
努
力
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
阻
害
さ
れ
、
か
え
っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
面
、
現
在
の
補
助
形
態
は
存
続

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

8
2
下
井
草
駅
総
合
改
善
事
業
費
補
助
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
駅
舎
橋
上
化
整
備
事
業
が
終
了
す
る
1
８
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
平
成
1
9
年
3
月
3
0
日
事
業
完
了

8
3
西
永
福
駅
総
合
改
善
事
業
費
補
助
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
駅
舎
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
整
備
事
業
が
終
了
す
る
1
9
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

○
平
成
2
0
年
3
月
3
1
日
事
業
完
了

8
4
鉄
道
駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
整
備
事
業
補

助
金

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

○
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
事
業
で
あ
り
、
新
た
に
整
備
駅
が
出
た
場
合
、
今
後
も
補
助
を
継

続
す
る
必
要
が
あ
る
。

○

平
成
1
8
年
3
月
1
7
日
　
高
円
寺
駅
（
E
V
　
2
基
）
完
了
　
、
　
平
成
1
8
年
3
月
2
4
日
　
八
幡
山
駅
（
E
V
　
1
基
）
完
了

平
成
1
8
年
3
月
3
1
日
　
高
井
戸
駅
（
E
V
　
1
基
）
完
了
　
、
　
平
成
1
9
年
3
月
2
9
日
　
J
R
荻
窪
駅
（
E
V
　
3
基
）
完
了

平
成
2
0
年
3
月
3
1
日
　
西
永
福
駅
（
E
V
　
1
基
）
完
了

　
  
  
制
度
は
継
続
。

8
5
み
ど
り
の
基
金
緑
化
活
動
助
成
金

み
ど
り
公
園
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。
な
お
、
今
後
の
事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
P
R
や
公
募
の
方
法
な
ど
を
含
め

見
直
す
余
地
が
あ
る
。

○

活
動
団
体
の
工
夫
に
よ
り
参
加
費
徴
収
等
、
助
成
制
度
を
活
用
し
な
く
て
も
活
動
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

基
金
の
寄
付
額
が
小
額
な
た
め
、
寄
付
金
の
積
立
の
増
額
を
図
る
上
で
P
R
の
一
つ
と
し
て
活
動
助
成
を
設
定
し
て

い
た
。
現
状
で
は
、
寄
付
意
向
の
高
揚
や
寄
付
者
の
意
向
を
十
分
反
映
で
き
る
基
金
に
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
っ

て
お
り
、
助
成
制
度
の
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
(見
直
し
の
整
理
が
で
き
る
ま
で
は
、
継
続
）

8
6
環
境
配
慮
行
動
拡
充
事
業
補
助
金

環
境
課

○
区
民
と
協
働
し
、
環
境
配
慮
行
動
を
地
域
に
定
着
さ
せ
て
い
く
た
め
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
類
似
の
環
境
団
体
が
ふ
え
て
お
り
、
当
団
体
の
み
を
援
助
す
る
必
要
性
が
う
す
れ
て
き
て
い
る
。
今
後
、
終
期
を
設

定
し
、
団
体
の
自
立
性
を
高
め
る
よ
う
促
し
て
い
く
。

8
7
特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
ぎ
な
み
環
境

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
補
助
金

清
掃
管
理
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
比
較
的
高
く
、
ま
た
、
補
助
金
額

も
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
削
減
等
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

○
繰
越
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
年
度
当
初
の
繋
ぎ
資
金
と
し
て
２
０
，
０
０
０
千
円
程
度
の
運
転
資
金
が
必
要
と
な
る
。

補
助
金
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
１
８
年
度
に
か
け
て
約
１
０
％
の
削
減
を
行
っ
た
。

8
8
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
支
援
補
助
金
環
境
課

○
環
境
配
慮
行
動
を
拡
充
す
る
た
め
の
1
7
年
度
か
ら
の
新
規
事
業
で
あ
り
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
。

○

地
域
に
お
け
る
環
境
配
慮
行
動
の
拡
充
を
図
る
た
め
,今
後
の
需
要
は
高
い
。
事
業
自
体
も
地
域
に
浸
透
し
て
き

て
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
件
数
は
増
え
て
き
て
い
る
。
な
お
、
中
小
事
業
者
の
多
い
杉
並
区
の
状
況
や
補
助
実
績
を

勘
案
し
、
平
成
2
0
年
度
か
ら
補
助
限
度
額
を
変
更
し
た
（
ＩＳ
Ｏ
１
４
０
０
１
：
１
０
０
⇒
５
０
万
円
、
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
等
：

５
⇒
１
０
万
円
）
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
、
補
助
金
総
額
が
縮
減
し
た
（
予
算
額
：
３
２
５
⇒
１
５
０
万
円
）
。

8
9
集
団
回
収
事
業
補
助
金

清
掃
管
理
課

○
資
源
の
分
別
の
促
進
、
ご
み
の
減
量
化
の
た
め
不
可
欠
の
事
業
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
集
団
回
収
へ
の
参
加
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
醸
成
し
地
域
の
結
び
つ
き
を
強
く
し
、
資
源
の
無
断
持
去

り
を
防
止
す
る
。
な
ど
の
効
果
が
あ
り
区
と
し
て
集
団
回
収
を
強
く
奨
励
し
て
い
る
。

9
0
エ
コ
・
シ
ー
ル
運
営
委
員
会
補
助
金

清
掃
管
理
課

○
区
の
政
策
遂
行
上
、
補
助
を
継
続
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

○
平
成
1
8
年
度
末
　
廃
止

9
1
レ
ジ
袋
削
減
推
進
協
議
会
補
助
金

清
掃
管
理
課

○
区
の
政
策
遂
行
上
、
補
助
を
継
続
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

○
2
0
年
4
月
に
「
レ
ジ
袋
有
料
化
等
の
取
組
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
レ
ジ
袋
削
減
推
進

協
議
会
へ
の
補
助
金
の
あ
り
方
を
今
後
検
討
す
る
。

9
2
私
立
幼
稚
園
等
補
助
金

学
務
課

○
幼
児
教
育
に
お
け
る
公
私
格
差
、
協
働
の
視
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
今
ま
で
ど
お
り
継
続
と
し
た
。

9
3
幼
稚
園
教
育
研
修
会
育
成
補
助
金

学
務
課

○
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
補
助
金
に
対
し
繰
越
金
の
割
合
が
比
較
的
高
く
、
ま
た
、
補
助
金
額
も
多
い
こ

と
か
ら
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
に
応
じ
て
削
減
等
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

○
審
査
会
の
提
言
を
受
け
て
減
額
と
し
た
。

9
4
学
校
開
放
連
合
協
議
会
補
助
金

社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課

○
委
託
的
性
格
の
強
い
業
務
で
あ
り
、
執
行
方
法
を
変
更
す
る
方
向
で
検
討
さ
れ
た
い
。

○
平
成
１
８
年
度
予
算
よ
り
、
一
利
団
協
あ
た
り
1
0
,0
0
0
円
、
計
2
5
0
,0
0
0
円
を
委
託
金
化
し
た
。

9
5
区
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
協
議
会
補

助
金

教
育
改
革
推
進
課

○
児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保
対
策
を
推
進
す
る
上
で
、
P
T
A
連
合
協
議
会
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性

は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
に
対
す
る
繰
越
金
の
割
合
が
高
い
た

め
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
に
応
じ
て
削
減
等
適
切
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

○
提
言
に
基
づ
き
小
学
校
・
中
学
校
と
も
に
補
助
金
を
１
割
削
減
し
た
。

杉
小
Ｐ
協
　
5
2
0
,0
0
0
円
（
1
7
年
度
）
→
4
6
8
,0
0
0
円
（
1
8
年
度
）

杉
中
Ｐ
協
　
5
8
0
,0
0
0
円
（
1
7
年
度
）
→
5
2
2
,0
0
0
円
（
1
8
年
度
）

9
6
文
化
団
体
連
合
会
補
助
金

社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課
○

文
化
の
普
及
・
向
上
に
関
し
、
連
合
会
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
文
化
団
体
連
合
会
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
補
助
金
を
継
続
し
て
い
く
。

9
7
体
育
協
会
補
助
金

社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課
○

社
会
体
育
の
普
及
・
向
上
を
推
進
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
。

○
体
育
団
体
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
補
助
金
と
し
て
今
後
と
も
継
続
し
て
い
く
。
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外
郭
団
体
に
対
す
る
補
助
金

補
助
金
審
査
結
果
・
各
主
管
課
対
応
結
果
一
覧

№
補
助
金
の
名
称

主
管
課
名

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方

継
続
縮
減
廃
止
終
期
委
託
金
化

基
本
的
考
え
方
で
示
さ
れ
た
要
望
等
に
対
す
る
主
管
課
の
対
応

1
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
補
助
金

高
齢
者
施
策
課

○
自
主
性
・
自
立
性
を
よ
り
一
層
高
め
る
た
め
の
補
助
金
の
効
果
的
な
支
出
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
を
条
件
に
継
続
と
す
る
。

○
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
中
長
期
計
画
に
合
わ
せ
て
、
人
件
費
・
運
営
費
等
の
精
査
を
段
階
的
に
実
施
し
て
い
る
。

2
杉
並
区
文
化
・
交
流
協
会
補
助
金

文
化
・
交
流
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
文
化
分
野
と
交
流
分
野
の
分
離
な
ど
、
よ
り
広
い
観
点
か
ら
効
率
的
な
運
営
を
進
め
て

ほ
し
い
。

○
「
補
助
金
適
正
化
審
査
会
」
及
び
平
成
1
8
年
1
月
の
「
文
化
芸
術
振
興
に
向
け
た
新
た
な
支
援
策
」
の
提
言
を
受
け
、
同
年
3
月
3
1
日
で

解
散
し
、
4
月
1
日
か
ら
杉
並
区
文
化
協
会
と
杉
並
区
交
流
協
会
に
分
離
し
、
活
動
す
る
こ
と
と
し
た
。

3
土
地
開
発
公
社
事
務
費
補
助
金

経
理
課

○
事
務
経
費
の
負
担
金
化
は
妥
当
で
あ
る
。

○
平
成
1
8
年
度
当
初
予
算
よ
り
公
社
運
営
負
担
金
と
し
、
補
助
金
の
適
正
化
を
図
っ
た
。

4
財
団
法
人
障
害
者
雇
用
支
援
事
業
団

補
助
金

障
害
者
生
活
支
援
課

○
中
長
期
計
画
で
、
経
営
方
針
を
福
祉
的
就
労
・
中
間
的
就
労
の
提
供
か
ら
、
就
労
支
援
事
業
に
特
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
推

移
を
見
守
り
た
い
。

○
障
害
者
自
立
支
援
法
の
も
と
、
障
害
者
の
自
立
に
向
け
た
就
労
支
援
が
益
々
重
要
に
な
っ
て
お
り
、
障
害
者
雇
用
支
援
事
業
団
の
果

た
す
役
割
は
大
き
い
。
区
の
積
極
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
。

5
財
団
法
人
杉
並
区
勤
労
者
福
祉
協
会

補
助
金

産
業
経
済
課

○
当
面
、
補
助
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
事
業
所
数
・
会
員
数
の
減
少
や
受
益
者
負
担
等
の
問
題
も
あ
り
、
中
小
企
業
の
福
利
厚

生
に
対
す
る
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

○
財
団
法
人
杉
並
区
勤
労
者
福
祉
協
会
は
、
平
成
1
9
年
４
月
に
事
業
の
見
直
し
を
行
い
、
大
幅
に
民
間
委
託
等
に
よ
り
、
効
率
的
な
事

業
の
実
施
と
新
た
な
会
員
の
獲
得
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
の
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
性
は
認
め
る
が
、
当
面

は
協
会
の
経
営
安
定
の
た
め
、
引
き
続
き
補
助
が
必
要
で
あ
る
。

6
財
団
法
人
杉
並
区
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団

補
助
金

社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課

○
外
部
監
査
に
よ
り
指
摘
の
あ
っ
た
委
託
料
と
補
助
金
の
明
確
化
、
さ
ら
に
、
来
年
度
か
ら
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
よ
る
財
団

へ
の
影
響
等
を
考
慮
し
、
一
層
の
適
正
化
に
努
め
ら
れ
た
い
。

○
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
事
務
の
効
率
化
に
よ
る
人
件
費
の
削
減
を
進
め
て
い
る
。
平
成
１
８
年
度
か
ら
は
、
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
、

３
年
目
に
入
っ
た
。
今
後
、
さ
ら
な
る
事
業
の
効
率
性
・
採
算
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
事
業
展
開
等
で
利
用
者
の
確

保
及
び
収
益
の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
補
助
金
の
趣
旨
か
ら
お
お
い
に
評
価
で
き
る
。

現
在
の
各
所
管
課
に
お
け
る
各
種
補
助
金
の
取
り
扱
い
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